
本
年
六
月
の
第
六
六
回
定
時
総
会

に
お
い
て
会
長
に
再
選
さ
れ
ま
し
た

中
村
邦
夫
で
す
。
時
代
が
激
し
く
変

化
し
て
い
る
こ
の
時
期
、
司
法
書
士

は
国
民
の
身
近
に
あ
っ
て
な
お
信
頼

さ
れ
る
法
律
家
と
し
て
大
き
く
脱
皮

す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
う
し
た
時
に
再
度
会
長
職
と
い
う

重
責
を
負
う
こ
と
と
な
り
、
身
の
引

き
締
ま
る
思
い
で
あ
る
と
同
時
に
会

員
皆
様
の
ご
支
援
を
強
く
お
願
い
す

る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
た
び
の
改
選
に
よ
り
す
ば
ら

し
い
情
熱
と
使
命
感
を
有
す
る
副
会

長
・
理
事
・
監
事
が
執
行
部
に
参
加

し
て
く
れ
ま
し
た
。
私
は
こ
の
諸
君

と
と
も
に
山
積
す
る
課
題
に
全
力
を

挙
げ
て
取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
と

存
じ
ま
す
。

本
定
時
総
会
ま
で
に
司
法
書
士
法

が
改
正
さ
れ
、
特
別
研
修
を
経
て
認

定
を
受
け
た
司
法
書
士
に
簡
易
裁
判

所
に
お
け
る
少
額
債
権
の
執
行
代
理

権
、
簡
易
裁
判
所
に
お
い
て
自
ら
代

理
し
た
訴
訟
事
件
に
つ
い
て
の
上
訴

の
代
理
権
、
境
界
特
定
の
代
理
権
・

相
談
権
、
さ
ら
に
仲
裁
事
件
の
代
理

権
が
新
た
に
付
与
さ
れ
ま
し
た
。
国

民
の
身
近
な
法
律
家
と
し
て
実
績
を

積
み
上
げ
て
き
た
私
た
ち
司
法
書
士

に
寄
せ
ら
れ
た
期
待
の
あ
ら
わ
れ
で

あ
り
ま
す
。

司
法
制
度
の
改
革
は
昨
年
秋
を
も

っ
て
一
段
落
を
見
ま
し
た
。
今
後
は

そ
こ
で
示
さ
れ
た
方
針
・
方
策
の
具

体
化
を
進
め
る
時
期
で
あ
り
ま
す
。

司
法
制
度
の
一
翼
を
担
う
べ
く
重
い

責
任
を
有
す
る
司
法
書
士
と
し
て
、

い
わ
ゆ
る
司
法
ネ
ッ
ト
構
想
や
Ａ
Ｄ

Ｒ
制
度
な
ど
の
司
法
ア
ク
セ
ス
問
題

に
も
積
極
的
な
取
り
組
み
が
求
め
ら

れ
て
い
ま
す
。
司
法
書
士
に
新
し
く

付
与
さ
れ
た
権
限
が
こ
れ
ら
の
分
野

に
お
け
る
司
法
書
士
の
活
動
を
強
力

に
支
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
と
存
じ
ま
す
。

日
司
連
は
司
法
制
度
改
革
の
具
体

化
の
実
践
と
し
て
司
法
ネ
ッ
ト
構
想

再
度
の
会
長
就
任
に
あ
た
っ
て

日
本
司
法
書
士
会
連
合
会な

か
む
ら

く

に

お

会
長

中
村

邦
夫

日
本
司
法
書
士
会
連
合
会
会
長
就
任
に
あ
た
っ
て
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の
実
現
と
Ａ
Ｄ
Ｒ
制
度
へ
の
準
備
を

今
年
度
の
重
点
事
業
と
位
置
づ
け
て

お
り
ま
す
。
司
法
書
士
総
合
相
談
セ

ン
タ
ー
の
設
置
な
ど
と
関
連
さ
せ
な

が
ら
積
極
的
に
そ
の
推
進
を
図
っ
て

い
く
予
定
で
あ
り
ま
す
。

ま
た
価
値
観
の
多
様
化
・
社
会
の

複
雑
化
や
経
済
情
勢
の
不
振
な
ど
に

伴
っ
て
生
ず
る
様
々
な
社
会
問
題
に

対
し
て
積
極
的
な
対
応
も
求
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
多
重
債
務
者
に
対
す
る

法
的
な
支
援
、
悪
徳
商
法
や
ヤ
ミ
金

融
に
つ
い
て
の
実
態
の
把
握
と
適
切

な
対
応
、
各
種
プ
ロ
ボ
ノ
活
動
の
展

開
な
ど
で
す
。

さ
ら
に
司
法
書
士
や
司
法
書
士
会

が
、
そ
の
公
共
的
使
命
や
専
門
知
識

の
国
民
へ
の
還
元
の
点
か
ら
行
っ
て

き
た
市
民
救
援
基
金
の
充
実
、
民
事

法
律
扶
助
事
業
へ
の
協
力
あ
る
い
は

実
践
な
ど
も
継
続
し
て
進
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
事
業
と
考
え
て
い
ま
す
。

簡
易
裁
判
所
に
お
け
る
訴
訟
代
理

権
の
行
使
は
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
順

調
に
な
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
、

司
法
書
士
の
代
理
権
行
使
に
疑
問
が

投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
例
も
あ
り
、

日
司
連
と
し
て
は
今
後
も
注
視
を
し

て
い
く
と
と
も
に
研
修
事
業
等
よ
り

一
層
の
充
実
強
化
を
図
り
、
会
員
各

位
の
倫
理
・
執
務
水
準
の
向
上
に
努

め
る
所
存
で
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
わ
が
国
に
お
け
る
超
高
齢

化
社
会
へ
の
移
行
の
ス
ピ
ー
ド
は
世

界
の
歴
史
に
お
い
て
も
類
例
を
見
な

い
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
司
法
書

士
は
す
で
に
�
社
団
法
人
成
年
後
見

セ
ン
タ
ー
・
リ
ー
ガ
ル
サ
ポ
ー
ト
�

を
設
立
し
て
五
年
が
経
ち
、
そ
の
活

動
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま

す
が
、
日
司
連
と
し
て
は
今
後
も
成

年
後
見
制
度
の
普
及
に
努
め
る
と
と

も
に
、
�
成
年
後
見
セ
ン
タ
ー
・
リ

ー
ガ
ル
サ
ポ
ー
ト
と
の
協
議
を
通
じ

て
成
年
後
見
制
度
に
つ
い
て
日
司
連

の
な
し
う
る
こ
と
あ
る
い
は
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
確
定
し
、
そ

の
実
現
を
目
指
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。

オ
ン
ラ
イ
ン
登
記
申
請
の
実
施
に

向
け
て
の
改
正
不
動
産
登
記
法
が
一

七
年
三
月
か
ら
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
オ
ン
ラ
イ
ン
登
記
申
請
は
一
世

紀
を
超
え
て
登
記
の
専
門
職
能
と
し

て
存
在
し
続
け
た
司
法
書
士
の
業
務

に
大
き
な
変
容
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。

資
格
者
代
理
人
に
よ
る
本
人
確
認
証

明
制
度
や
登
記
原
因
証
明
情
報
の
必

要
的
添
付
制
度
が
導
入
さ
れ
ま
し
た

が
、
そ
の
改
正
の
結
果
、
登
記
の
専

門
職
能
と
し
て
登
記
の
真
正
担
保
に

向
け
て
司
法
書
士
の
果
た
す
役
割
・

責
任
が
極
め
て
重
い
も
の
に
な
っ
た

こ
と
は
す
で
に
明
ら
か
な
と
お
り
で

あ
り
ま
す
。
一
六
年
度
に
お
け
る
オ

ン
ラ
イ
ン
指
定
庁
は
埼
玉
県
上
尾
出

張
所
の
み
で
あ
り
ま
し
た
が
、
一
七

年
度
か
ら
一
〇
〇
庁
を
超
え
る
法
務

局
が
新
た
に
指
定
さ
れ
る
予
定
で
あ

り
、
い
よ
い
よ
本
格
的
な
オ
ン
ラ
イ

ン
申
請
が
始
ま
り
ま
す
。
登
記
識
別

情
報
の
取
扱
い
如
何
に
よ
っ
て
不
動

産
取
引
の
実
際
に
大
き
な
変
化
が
も

た
ら
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
、
日
司

連
と
し
て
も
情
報
の
収
集
と
と
も
に

対
応
策
の
検
討
に
入
っ
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
り
ま
す
。

不
動
産
登
記
制
度
の
基
本
的
な
目

的
は
国
民
生
活
や
経
済
活
動
の
基
盤

で
あ
る
不
動
産
の
物
理
的
状
況
及
び

権
利
関
係
を
正
確
に
公
示
す
る
こ
と

で
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
登
記
識

別
情
報
が
導
入
さ
れ
て
も
そ
れ
に
よ

っ
て
登
記
の
真
正
確
保
に
い
さ
さ
か

の
悪
影
響
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ

て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も

あ
り
ま
せ
ん
。
不
動
産
取
引
が
適
正

に
行
わ
れ
、
そ
の
結
果
が
正
し
く
登

記
に
反
映
さ
れ
て
は
じ
め
て
不
動
産

取
引
の
安
全
と
真
正
が
保
た
れ
ま
す
。

今
次
法
改
正
は
私
た
ち
司
法
書
士

に
と
っ
て
重
要
な
意
義
を
有
す
る
も

の
で
し
た
が
、
わ
が
国
の
法
制
度
に

お
い
て
極
め
て
重
要
な
位
置
を
占
め

る
不
動
産
登
記
制
度
の
運
用
が
円
滑

に
な
さ
れ
、
か
つ
目
的
を
十
分
に
果

た
せ
る
よ
う
申
請
代
理
人
の
立
場
か
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ら
今
後
も
積
極
的
に
主
張
・
提
言
を

し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

司
法
制
度
改
革
が
一
段
落
し
、
登

記
制
度
の
大
改
革
も
終
了
し
ま
し
た
。

司
法
書
士
が
専
門
能
力
を
傾
注
す
べ

き
対
象
は
そ
の
骨
格
が
で
き
あ
が
っ

た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
は

そ
こ
に
魂
を
吹
き
込
む
と
き
で
あ
り
、

そ
の
魂
と
は
常
に
国
民
と
と
も
に
、

国
民
の
立
場
に
た
っ
て
行
動
す
る
司

法
書
士
の
精
神
で
あ
る
と
存
じ
ま
す
。

諸
改
革
の
目
的
・
趣
旨
を
再
確
認
し

な
が
ら
司
法
書
士
及
び
司
法
書
士
会

の
行
動
を
考
え
て
ま
い
り
ま
す
。

司
法
書
士
が
国
民
に
も
っ
と
も
身

近
な
法
律
家
と
言
わ
れ
る
の
は
、
全

国
津
々
浦
々
で
そ
の
地
域
の
皆
様
の

期
待
に
応
え
ん
と
し
て
職
務
を
遂
行

し
て
い
る
か
ら
で
す
。
日
司
連
の
事

業
も
各
司
法
書
士
会
あ
る
い
は
各
ブ

ロ
ッ
ク
会
の
力
を
今
ま
で
以
上
に
生

か
し
な
が
ら
進
め
る
べ
き
で
す
。
中

央
に
人
材
と
資
金
を
集
中
し
て
課
題

に
対
処
す
る
方
式
か
ら
地
方
と
連
携

し
、
あ
る
い
は
地
方
に
事
業
を
委
嘱

し
て
課
題
に
対
処
す
る
方
式
へ
の
転

換
を
図
る
べ
き
と
考
え
ま
す
。

激
し
い
変
革
の
時
代
が
続
い
て
お

り
、
す
べ
て
の
資
格
制
度
が
自
ら
の

将
来
の
確
固
た
る
基
盤
を
求
め
て
必

死
の
努
力
を
し
て
い
ま
す
。
司
法
書

士
も
自
ら
を
取
り
巻
い
て
い
る
こ
の

厳
し
い
時
代
状
況
を
的
確
に
把
握
し
、

司
法
書
士
制
度
の
使
命
を
再
認
識
し

な
が
ら
制
度
の
将
来
を
切
り
開
い
て

い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
課
題

が
山
積
し
て
お
り
ま
す
が
、
執
行
部

が
一
丸
と
な
り
一
歩
ず
つ
し
っ
か
り

と
足
下
を
見
据
え
て
歩
を
進
め
た
い

と
存
じ
ま
す
。
ご
協
力
を
お
願
い
す

る
次
第
で
す
。

４



一
�
個
人
情
報
保
護
法
の

全
面
施
行

私
た
ち
司
法
書
士
が
多
重
債
務
者

の
生
活
再
建
の
た
め
に
債
務
整
理
手

続
に
取
り
組
ん
で
い
く
中
で
、
も
っ

と
も
頻
繁
に
直
面
し
頭
を
悩
ま
さ
れ

る
事
態
は
、
貸
金
業
者
の
取
引
履
歴

不
開
示
に
起
因
し
た
債
務
者
の
残
債

務
額
又
は
有
す
る
不
当
利
得
返
還
請

求
権
の
額
の
確
定
が
で
き
な
い
と
い

う
事
で
は
な
い
か
と
思
う
。

本
来
取
得
す
る
事
が
で
き
な
い
利

息
制
限
法
超
過
利
息
が
、
債
務
者
の

不
知
を
よ
い
こ
と
に
、
当
然
の
よ
う

に
取
得
さ
れ
続
け
て
い
る
。
現
行
法

上
い
わ
ゆ
る
み
な
し
弁
済
規
定
の
存

在
に
よ
り
、
厳
格
な
要
件
充
足
の
も

と
に
無
効
な
利
息
の
支
払
い
が
有
効

な
弁
済
と
み
な
さ
れ
る
余
地
は
残
念

な
が
ら
理
論
上
は
あ
る
（
そ
も
そ
も
、

債
務
者
の
認
識
な
く
、
無
効
な
利
息

の
取
得
を
許
す
こ
の
規
定
の
存
在
自

体
が
疑
問
で
は
あ
る
）。
し
か
し
な

が
ら
、
取
引
履
歴
の
不
開
示
は
、
法

定
の
要
件
充
足
の
な
い
ま
ま
、
不
開

示
に
よ
り
要
件
を
充
足
し
た
状
態
を

作
り
出
そ
う
と
す
る
も
の
と
感
じ
ざ

る
を
得
ず
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
脱

法
と
同
視
し
て
も
よ
い
と
考
え
る
。

そ
も
そ
も
、
取
引
履
歴
は
単
な
る

履
歴
な
の
で
あ
る
か
ら
こ
れ
を
債
務

者
よ
り
委
任
を
受
け
た
法
律
家
に
対

し
て
開
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
本
来

貸
金
業
者
に
も
債
務
者
に
と
っ
て
も

不
利
益
が
及
ぶ
こ
と
は
想
定
で
き
な

い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
れ
を
頑
な
に
拒
む
貸
金
業
者
の
存

在
が
多
重
債
務
者
の
生
活
再
建
の
妨

げ
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
一
方

で
貸
金
業
者
は
こ
れ
ま
で
度
々
顧
客

の
個
人
情
報
を
流
失
さ
せ
る
事
故
も

引
き
起
こ
し
て
き
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
平
成
一

七
年
四
月
一
日
に
個
人
情
報
保
護
法

の
第
四
章
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
の

義
務
を
含
め
同
法
が
全
面
施
行
さ
れ

た
。
貸
金
業
者
の
同
法
に
対
す
る
関

心
は
並
々
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
り
、
施

行
後
ほ
ど
な
く
都
内
の
弁
護
士
に
よ

り
行
わ
れ
た
同
法
の
解
説
講
演
会
に

は
多
数
の
貸
金
業
者
が
つ
め
か
け
た
。

講
師
を
務
め
た
弁
護
士
と
貸
金
業
者

の
危
機
感
の
焦
点
は
、
第
一
に
取
引

履
歴
の
開
示
請
求
に
法
的
根
拠
が
与

消
費
者
金
融
と
個
人
情
報
保
護
法
に
つ
い
て

東
京
司
法
書
士
会り

き
ま
る

ひ
ろ
し

力
丸

寛

特
集

個
人
情
報
保
護
法
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え
ら
れ
た
こ
と
、
第
二
に
情
報
流
失

に
よ
り
損
害
賠
償
を
受
け
る
お
そ
れ

が
大
き
く
な
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

私
た
ち
法
律
の
実
務
家
と
し
て
も
、

新
た
に
施
行
さ
れ
た
法
律
は
最
大
限

活
用
し
、
依
頼
者
の
生
活
再
建
の
一

助
に
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
責
務

が
あ
る
。
以
下
取
引
履
歴
の
開
示
請

求
に
焦
点
を
置
い
て
記
述
す
る
。
な

お
、
最
高
裁
判
所
に
お
い
て
取
引
履

歴
の
開
示
義
務
に
つ
い
て
近
く
判
決

が
あ
り
、
肯
定
的
な
判
断
が
あ
る
可

能
性
が
高
い
が
、
開
示
請
求
に
法
的

根
拠
を
与
え
る
も
の
と
し
て
仮
に
判

決
が
あ
っ
た
以
後
に
お
い
て
も
、
こ

の
法
律
の
債
務
整
理
実
務
に
お
け
る

意
義
は
依
然
と
し
て
大
き
い
こ
と
に

変
わ
り
は
な
い
と
考
え
る
。

二
�
取
引
履
歴
の

開
示
請
求
の
可
否

債
務
整
理
の
実
務
に
お
い
て
、
個

人
情
報
保
護
法
の
焦
点
は
法
二
五
条

の
�
保
有
個
人
デ
ー
タ
�
の
開
示
請

求
に
あ
る
。
法
二
五
条
に
は
、�
保

有
個
人
デ
ー
タ
�
の
開
示
請
求
を
受

け
た
場
合
、
遅
滞
な
く
こ
れ
に
応
じ

る
こ
と
が
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
の

法
的
な
義
務
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ

れ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、

依
頼
者
と
貸
金
業
者
の
取
引
履
歴
が

�
保
有
個
人
デ
ー
タ
�
に
該
当
す
る

か
否
か
が
、
個
人
情
報
保
護
法
が
取

引
履
歴
の
開
示
請
求
に
有
効
な
手
段

足
り
え
る
か
の
分
か
れ
目
に
な
る
。

結
論
か
ら
言
え
ば
、
取
引
履
歴
は

�
保
有
個
人
デ
ー
タ
�
に
該
当
し
、

開
示
請
求
の
対
象
と
な
る
。
ま
た
、

限
定
列
挙
さ
れ
た
法
二
五
条
一
項
一

号
乃
至
三
号
の
い
ず
れ
か
の
不
開
示

事
由
に
該
当
し
な
い
か
ぎ
り
開
示
さ

れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
個
別
・
詳
細
に
検
討

す
る
。
ま
ず
、
個
人
情
報
保
護
法
上

の
�
個
人
情
報
��
個
人
情
報
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
等
��
保
有
個
人
デ
ー

タ
��
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
�
の

各
定
義
で
あ
る
。
個
人
情
報
保
護
法

上
の
�
個
人
情
報
�
と
は
、�
生
存

す
る
個
人
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
、

当
該
情
報
に
含
ま
れ
る
氏
名
、
生
年

月
日
そ
の
他
の
記
述
等
に
よ
り
特
定

の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
（
他
の
情
報
と
容
易
に
照
合
す

る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
り
特
定

の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
と
な
る
も
の
を
含
む
。）�（
法

二
条
一
項
）
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
法
人
の
情
報
や
死
者

の
情
報
は
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
て
い

る
。
生
存
す
る
者
の
情
報
に
限
定
さ

れ
て
い
る
こ
と
は
、
開
示
請
求
、
利

用
停
止
、
訂
正
等
は
生
存
し
て
い
る

者
か
ら
の
権
利
行
使
に
よ
る
か
ら
と

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
個
人
と
関
連

づ
け
ら
れ
る
す
べ
て
の
情
報
で
あ
り
、

性
質
等
で
何
ら
か
の
限
定
が
加
え
ら

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
た
め
に
、

大
変
に
広
い
概
念
と
な
っ
て
い
る
。

次
に
�
個
人
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

等
�（
法
二
条
二
項
）
と
は
、
特
定

個
人
を
識
別
で
き
る
デ
ー
タ
の
総
体

で
あ
り
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
よ
る

管
理
に
限
ら
れ
ず
、
施
行
令
一
条
に

規
定
さ
れ
る
と
お
り
、
容
易
に
検
索

さ
れ
る
か
ぎ
り
紙
ベ
ー
ス
、
マ
イ
ク

ロ
フ
ィ
ル
ム
で
も
該
当
す
る
こ
と
が

多
い
と
考
え
ら
れ
る
。�
個
人
デ
ー

タ
�
と
は
�
個
人
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
等
を
構
成
す
る
個
人
情
報
�（
法

二
条
四
項
）
で
、�
保
有
個
人
デ
ー

タ
�
と
は
、�
個
人
デ
ー
タ
�
の
う

ち
�
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
が
開
示
、

内
容
の
訂
正
、
追
加
又
は
削
除
、
利

用
の
停
止
、
消
去
及
び
第
三
者
へ
の

利
用
の
停
止
を
行
う
こ
と
の
で
き
る

権
限
を
有
す
る
�（
法
二
条
五
項
）

も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、�
個
人
情
報
取
扱
事
業

者
�
と
は
、
個
人
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
を
事
業
の
用
に
供
し
て
い
る
者
を

い
い
、
識
別
さ
れ
る
個
人
の
合
計
が

過
去
六
ヵ
月
の
い
ず
れ
の
日
に
お
い

て
も
五
〇
〇
〇
を
超
え
な
い
事
業
者

は
除
か
れ
る
（
法
二
条
三
項
、
施
行

個人情報保護法
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令
二
条
）。

上
記
の
定
義
を
具
体
的
に
債
務
整

理
の
実
務
に
お
い
て
あ
て
は
め
て
い

く
と
、
各
貸
金
業
者
が
個
人
情
報
取

扱
事
業
者
に
該
当
す
る
か
否
か
は
、

一
般
的
に
言
え
な
い
に
し
て
も
、
大

手
業
者
に
関
し
て
は
例
外
な
く
該
当

す
る
と
い
っ
て
差
し
支
え
な
い
。
取

引
履
歴
は
貸
金
業
規
制
法
一
九
条
、

商
法
三
六
条
に
よ
り
各
債
務
者
ご
と

に
作
成
し
帳
簿
閉
鎖
か
ら
少
な
く
と

も
三
年
又
は
一
〇
年
保
管
し
て
お
か

な
く
て
は
な
ら
な
い
た
め
、
貸
金
業

者
の
有
す
る
取
引
履
歴
が
法
律
上
の

義
務
と
し
て
、
検
索
可
能
で
あ
り
特

定
個
人
を
識
別
可
能
で
あ
る
こ
と
が

帳
簿
保
管
義
務
か
ら
論
理
的
帰
結
と

し
て
導
か
れ
る
。
ま
た
本
稿
を
読
ま

れ
て
い
る
司
法
書
士
も
事
実
上
、
債

権
者
に
電
話
を
か
け
債
務
者
の
名
前

を
告
げ
た
上
、
貸
金
業
者
の
担
当
者

よ
り
会
員
番
号
、
生
年
月
日
ど
ち
ら

か
を
尋
ね
ら
れ
こ
れ
に
答
え
る
と
特

定
個
人
の
情
報
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー

で
検
索
さ
れ
具
体
的
な
話
に
入
る
と

い
う
こ
と
を
、
日
々
の
実
務
の
中
で

経
験
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、

こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
も
個
人
情
報
デ

ー
タ
ベ
ー
ス
等
に
該
当
す
る
こ
と
に

問
題
は
な
い
。
さ
ら
に
、
そ
れ
ぞ
れ

の
取
引
履
歴
は
各
業
者
が
開
示
、
訂

正
等
の
権
限
を
有
す
る
こ
と
も
異
論

は
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
取
引
履
歴

は
�
保
有
個
人
デ
ー
タ
�
に
該
当
す

る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
取
引

履
歴
の
開
示
に
関
し
、
個
人
情
報
保

護
法
二
五
条
が
法
的
根
拠
と
な
る
の

で
あ
り
、
こ
れ
を
拒
む
こ
と
は
法
的

義
務
に
違
反
す
る
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
。

三
�
開
示
請
求
の
基
礎

そ
れ
で
は
、
開
示
請
求
の
基
礎
に

は
ど
の
よ
う
な
考
え
方
が
あ
る
の
か
。

個
人
情
報
保
護
法
の
成
立
の
背
景

に
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
よ
る
個
人

情
報
処
理
の
進
展
と
こ
れ
に
伴
う
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
へ
の
不
安
が
あ
る
。

元
来
�
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
�
と
は
一

人
で
放
っ
て
お
い
て
も
ら
う
権
利
と

い
わ
れ
て
き
た
が
、
今
日
で
は
、
よ

り
積
極
的
に
自
己
に
関
す
る
情
報
を

い
か
な
る
形
で
ど
の
よ
う
に
外
部
に

表
示
す
る
か
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る

権
利
、
つ
ま
り
�
自
己
情
報
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
権
�
と
考
え
る
学
説
も
現
れ

て
お
り
、
自
己
情
報
を
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
す
る
前
提
と
し
て
開
示
請
求
を
位

置
づ
け
る
考
え
方
も
で
き
る
の
で
あ

る
。し

か
し
な
が
ら
、
個
人
情
報
保
護

法
は
真
正
面
か
ら
自
己
情
報
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
権
を
認
め
る
に
は
至
っ
て
い

な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
開
示
、
利
用

停
止
に
関
し
法
律
上
一
定
の
制
限
が

あ
る
こ
と
や
、
個
人
情
報
保
護
法
の

個
人
情
報
の
概
念
が
広
す
ぎ
て
、
規

制
の
対
象
が
広
す
ぎ
る
と
さ
れ
る
こ

と
、
法
制
定
の
過
程
で
議
論
さ
れ
た

が
明
記
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
こ
の

根
拠
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
そ
も
そ

も
�
自
己
情
報
コ
ン
ト
ー
ル
権
�
と

い
う
権
利
が
今
日
未
だ
明
確
で
は
な

い
こ
と
に
よ
る
。

し
か
し
、
実
質
的
に
自
己
情
報
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
権
の
ほ
と
ん
ど
が
認
め

ら
れ
て
い
る
と
も
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
。
世
界
各
国
で
、
日
本
と
同
様

に
個
人
情
報
保
護
法
が
制
定
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
の
契
機
と
な
っ
た
も
の

と
し
て
、
一
九
八
〇
年
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の

�
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
と
個
人
デ
ー

タ
の
国
際
流
通
に
つ
い
て
の
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
に
関
す
る
理
事
会
勧
告
�
が

あ
る
。
こ
の
中
に
は
い
わ
ゆ
る
Ｏ
Ｅ

Ｃ
Ｄ
八
原
則
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、

こ
の
八
原
則
に
対
応
す
る
条
文
が
法

第
四
章
に
そ
れ
ぞ
れ
規
定
さ
れ
て
い

る
（h
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w
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/

jp
/it/p

rivacy/h
o
u
seika

/h
o
u
ri

tu
an
/p
d
fs/0
3
.p
d
f

参
照
）。
こ
の

�
個
人
参
加
の
原
則
�
に
対
応
す
る

も
の
が
開
示
請
求
、
訂
正
、
利
用
停

止
等
の
手
続
き
で
あ
る
。
自
己
情
報

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
の
考
え
方
の
基
盤
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が
自
己
の
情
報
に
必
要
な
範
囲
で
関

与
で
き
る
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、

実
質
的
に
自
己
情
報
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

権
の
考
え
方
が
法
律
上
制
度
化
さ
れ

て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い

よ
う
に
思
う
。
自
己
情
報
コ
ン
ト
ロ

ー
ル
権
自
体
は
と
も
か
く
、
少
な
く

と
も
�
個
人
参
加
の
原
則
�
は
法
の

基
礎
に
あ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
情

報
主
体
た
る
本
人
か
ら
の
開
示
請
求

を
貸
金
業
者
側
の
恣
意
的
な
判
断
で

拒
絶
す
る
こ
と
は
法
の
趣
旨
に
反
す

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

四
�
不
開
示
事
由
及
び

開
示
の
手
続
き
に
つ
い
て

開
示
が
法
的
義
務
と
明
記
さ
れ
た

が
、
一
定
の
場
合
開
示
を
拒
む
こ
と

が
で
き
る
不
開
示
事
由
が
設
け
ら
れ

て
い
る
。
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
は
、
ま
ず
不
開
示
事
由
は
類

似
列
挙
で
は
な
く
限
定
列
挙
で
あ
る

こ
と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
法
二
五
条
一
号
�
本

人
又
は
第
三
者
の
生
命
、
身
体
、
財

産
そ
の
他
の
権
利
利
益
を
害
す
る
お

そ
れ
が
あ
る
場
合
�、
二
号
�
当
該

個
人
情
報
取
扱
事
業
者
の
業
務
の
適

正
な
実
施
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す

お
そ
れ
が
あ
る
場
合
�、
三
号
�
他

の
法
令
に
違
反
す
る
こ
と
と
な
る
場

合
�
し
か
不
開
示
の
理
由
と
で
き
な

い
の
で
あ
る
。

一
号
、
三
号
に
取
引
履
歴
の
開
示

が
該
当
す
る
こ
と
は
考
え
に
く
い
。

問
題
は
二
号
で
あ
る
が
、
ま
ず
指
摘

し
て
お
き
た
い
の
は
、�
金
融
分
野

に
お
け
る
個
人
情
報
保
護
に
関
す
る

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
�（
以
下
、�
金
融
庁

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
�
と
い
う
）
一
五
条

で
は
�
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
場

合
�
で
は
な
く
�
及
ぼ
す
場
合
�
と

規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
業

者
の
恣
意
的
な
判
断
を
抑
制
す
る
趣

旨
と
解
さ
れ
る
。
ま
た
、
金
融
庁
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
一
五
条
に
開
示
す
べ
き

個
人
保
有
デ
ー
タ
の
量
が
多
い
こ
と

を
も
っ
て
開
示
拒
否
の
理
由
と
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
明
示
し
て

い
る
。

さ
ら
に
、
平
成
一
二
年
一
〇
月
一

一
日
の
個
人
情
報
保
護
法
法
制
化
専

門
委
員
会
に
よ
る
�
個
人
情
報
保
護

基
本
法
制
に
関
す
る
大
綱
�（h
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法
制
定
過
程
で
不
開
示
事
由
が
類
似

列
挙
か
ら
限
定
列
挙
に
改
め
ら
れ
た

こ
と
、�
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
の

正
当
な
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
�
が

削
除
さ
れ
た
こ
と
、�
支
障
�
が
�
著

し
い
支
障
�
に
変
更
さ
れ
た
こ
と
は

二
号
を
判
断
す
る
上
で
考
慮
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
開
示
が
為
さ
れ
な
い
場
合
、

貸
金
業
者
は
そ
の
判
断
の
根
拠
及
び

根
拠
と
な
る
事
実
を
示
し
て
理
由
を

説
明
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
（
法
二

八
条
、
金
融
庁
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
一
八

条
）。

理
論
的
に
は
、
貸
金
業
者
が
保
有

す
る
取
引
履
歴
の
開
示
を
拒
む
こ
と

は
、
ほ
と
ん
ど
で
き
な
い
と
解
さ
れ

る
が
、
事
実
上
多
く
の
業
者
が
開
示

義
務
違
反
を
平
然
と
行
っ
て
い
る
。

次
に
、
開
示
等
の
手
続
き
に
関
し

て
、
法
律
の
制
度
上
概
観
す
る
と
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。
個
人
情
報
取

扱
事
業
者
は
開
示
等
の
求
め
に
応
じ

る
手
続
き
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る

（
法
二
九
条
、
施
行
令
七
条
）。
ま

た
、
開
示
の
措
置
に
対
し
手
数
料
を

徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
個
人
情

報
保
護
法
二
五
条
の
開
示
請
求
は
代

理
人
で
も
行
う
こ
と
が
で
き
、
ま
た

代
理
人
と
し
て
本
人
の
委
任
が
あ
れ

ば
弁
護
士
に
資
格
を
限
定
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
（
法
二
九
条
三
項
、

施
行
令
八
条
）。

こ
こ
で
、
依
頼
者
よ
り
委
任
を
受

け
た
司
法
書
士
と
し
て
開
示
の
請
求

を
し
た
場
合
の
注
意
す
べ
き
点
を
、

実
際
に
開
示
請
求
を
行
っ
て
み
た
観

点
か
ら
い
く
つ
か
指
摘
し
て
み
た
い
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と
思
う
。

ま
ず
、
こ
れ
ま
で
の
金
融
庁
事
務

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
開
示
請
求
時
と
特

に
差
異
を
設
け
て
い
な
い
貸
金
業
者

も
多
い
一
方
、
複
雑
な
手
続
き
を
設

定
し
て
い
る
貸
金
業
者
も
現
れ
て
き

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
大
量
の
請
求

を
処
理
す
る
た
め
に
統
一
し
た
様
式

を
設
定
す
る
こ
と
は
直
ち
に
不
当
で

あ
る
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
権

限
の
確
認
の
た
め
に
、
本
人
、
代
理

人
の
個
人
情
報
が
多
く
記
載
さ
れ
た

文
書
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
に
は
慎

重
に
対
処
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

漫
然
と
求
め
ら
れ
た
ま
ま
文
書
を
提

出
す
る
の
で
は
、
個
人
情
報
取
扱
事

業
者
に
該
当
す
る
か
否
か
に
関
わ
ら

ず
�
法
律
家
�
た
る
司
法
書
士
と
し

て
、
適
当
な
判
断
で
は
な
い
と
考
え

る
。
開
示
請
求
者
の
権
限
の
正
当
性

が
判
断
で
き
る
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い

の
で
あ
る
か
ら
、
個
人
情
報
を
私
た

ち
が
外
部
に
表
示
す
る
の
は
、
本
人

の
同
意
が
あ
り
か
つ
必
要
な
範
囲
に

限
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
必
要
の
な

い
部
分
は
黒
塗
り
し
た
写
し
を
提
出

す
る
こ
と
、
印
鑑
証
明
書
は
原
本
で

は
な
く
写
し
を
提
出
す
る
な
ど
の
配

慮
が
必
要
で
あ
ろ
う
〔
な
お
、
社
団

法
人
全
国
貸
金
業
協
会
連
合
会
に
よ

る
�
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
自

主
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
�（
以
下
、�
自
主

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
�
と
い
う
）
の
８
―

５
の
解
説
に
は
代
理
権
の
確
認
は

�
委
任
状
に
よ
る
こ
と
と
し
、
印
鑑

証
明
書
に
基
づ
く
印
影
の
照
合
な
ど

を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
�
と
記
載

さ
れ
て
い
る
た
め
、
実
印
に
よ
る
委

任
状
の
押
印
及
び
印
鑑
証
明
書
の
提

出
を
求
め
る
業
者
は
多
い
と
思
わ
れ

る
〕。そ

し
て
、
こ
れ
で
は
開
示
に
応
じ

な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
根

拠
の
説
明
を
求
め
、
最
終
的
に
は
行

政
処
分
等
に
よ
り
解
決
し
て
い
く
し

か
な
い
。
弁
護
士
会
の
中
で
は
貸
金

業
者
の
手
続
き
の
複
雑
化
に
対
し
、

こ
れ
を
拒
む
動
き
が
あ
る
よ
う
で
あ

る
。次

に
、
手
数
料
に
関
し
て
は
、
徴

収
し
な
い
貸
金
業
者
が
ほ
と
ん
ど
で

あ
る
が
一
五
〇
〇
円
も
の
手
数
料
を

要
求
す
る
業
者
も
現
れ
て
い
る
。
手

数
料
は
実
費
を
勘
案
し
て
合
理
的
範

囲
に
限
ら
れ
る
（
法
三
〇
条
二
項
、

金
融
庁
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
二
〇
条
）
と

し
、
従
来
費
用
負
担
を
要
求
す
る
こ

と
な
く
応
じ
て
き
た
貸
金
業
者
が
、

保
有
個
人
デ
ー
タ
の
開
示
請
求
に
関

し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
手
数
料
を
徴

収
す
る
こ
と
に
不
合
理
を
感
じ
ざ
る

を
得
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
も
漫
然

と
応
じ
る
こ
と
な
く
、
実
費
に
対
応

し
た
減
額
を
働
き
か
け
、
応
じ
な
い

場
合
行
政
処
分
等
で
是
正
を
図
る
し

か
な
い
と
考
え
る
。

五
�
不
開
示
に
対
す
る
対
応

そ
れ
で
は
、
個
人
情
報
保
護
法
上

に
お
い
て
実
務
に
携
わ
る
法
律
家
と

し
て
不
開
示
対
応
の
業
者
に
対
し
て
、

ど
の
よ
う
な
対
処
が
で
き
る
か
を
見

て
お
き
た
い
（
な
お
、
開
示
請
求
権

に
具
体
的
権
利
性
が
あ
る
か
否
か
は

さ
て
お
き
、
個
別
に
民
法
の
不
法
行

為
の
要
件
を
充
足
し
た
場
合
、
依
頼

者
と
貸
金
業
者
間
の
契
約
の
義
務
違

反
に
該
当
し
た
場
合
に
損
害
賠
償
の

請
求
が
で
き
る
こ
と
は
当
然
で
あ

る
）。個

人
情
報
取
扱
事
業
者
と
個
人
情

報
で
識
別
さ
れ
る
本
人
と
の
間
の
問

題
は
基
本
的
に
当
事
者
間
で
解
決
さ

れ
る
こ
と
を
基
本
に
お
い
て
い
る
。

ま
た
、
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
の
義

務
違
反
に
対
し
直
ち
に
罰
則
が
適
用

さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
報
告
義
務
違

反
、
命
令
違
反
に
対
し
て
の
罰
則
で

あ
り
間
接
的
に
処
罰
さ
れ
る
形
式
を

採
用
し
て
い
る
。
な
お
、
取
引
履
歴

不
開
示
は
不
当
利
得
返
還
請
求
を
妨

げ
る
違
法
な
財
産
権
侵
害
と
捉
え
る

こ
と
も
で
き
る
た
め
に
、
以
下
に
記

述
す
る
手
続
き
で
是
正
を
求
め
る
一

方
、
こ
の
よ
う
な
不
当
な
取
扱
い
に

２２



関
し
法
六
条
三
項
に
基
づ
き
個
別
法

の
整
備
を
求
め
て
い
く
こ
と
（
よ
り

厳
格
な
規
律
を
求
め
る
等
）
も
必
要

で
あ
る
と
考
え
る
。

当
面
は
貸
金
業
者
の
義
務
違
反
に

対
し
て
は
、
行
政
の
監
督
権
の
発
動

を
も
っ
て
そ
の
是
正
を
図
る
こ
と
に

な
ろ
う
。

法
律
上
主
務
大
臣
に
よ
る
監
督
が

規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
具
体
的
に
は

貸
金
業
者
の
営
業
が
一
都
道
府
県
の

場
合
は
各
都
道
府
県
、
複
数
の
都
道

府
県
に
該
当
す
る
場
合
は
財
務
局
が

監
督
官
庁
に
あ
た
る
。

ま
ず
、
開
示
請
求
者
側
の
と
り
う

る
手
段
は
法
三
一
条
の
当
該
貸
金
業

者
自
身
に
対
す
る
苦
情
の
申
出
で
あ

る
。
た
だ
、
会
社
の
方
針
と
し
て
開

示
拒
否
の
方
針
を
と
っ
て
い
る
こ
と

が
多
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
苦
情
に
よ

り
対
応
が
改
善
さ
れ
る
こ
と
は
ま
れ

で
あ
ろ
う
。

次
に
認
定
個
人
情
報
保
護
団
体
へ

の
苦
情
の
申
出
（
法
四
二
条
）
で
あ

る
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
全
国
貸
金

業
者
協
会
連
合
会
が
認
定
を
受
け
る

べ
く
準
備
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、

認
定
を
受
け
る
に
至
っ
て
い
な
い
よ

う
で
あ
り
、
こ
の
手
続
き
は
と
れ
な

い
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
、
主
務
大
臣
の
監
督
権
の

発
動
を
促
し
、
最
終
的
に
罰
則
に
よ

る
是
正
を
目
指
す
こ
と
に
な
る
。

法
は
基
本
的
に
当
事
者
間
の
自
主

的
な
解
決
を
重
視
し
て
お
り
、
主
務

大
臣
の
関
与
も
報
告
の
徴
収
（
法
三

二
条
）、
助
言
（
法
三
三
条
）
と
い

う
関
与
の
度
合
い
の
弱
い
も
の
が
ま

ず
予
定
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、

四
章
一
節
の
個
人
情
報
取
扱
事
業
者

の
義
務
履
行
に
必
要
な
限
度
に
限
ら

れ
て
い
る
。
報
告
徴
収
は
行
政
処
分

に
該
当
す
る
が
、
助
言
は
行
政
指
導

と
解
さ
れ
、
報
告
を
し
な
い
こ
と
や

虚
偽
報
告
に
対
し
て
は
、
三
〇
万
円

以
下
の
罰
金
（
法
五
七
条
）
に
処
せ

ら
れ
る
。

主
務
大
臣
は
、
報
告
徴
収
、
助
言

に
よ
っ
て
も
当
該
個
人
情
報
取
扱
事

業
者
の
対
応
に
改
善
が
見
ら
れ
な
い

場
合
一
六
条
、
一
七
条
、
一
八
条
、

二
〇
条
、
二
一
条
、
二
二
条
、
二
三

条
、
二
四
条
、
二
五
条
、
二
六
条
、

二
七
条
、
三
〇
条
二
項
違
反
に
対
し

て
は
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
勧
告

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
業
者
が
勧

告
に
従
わ
ず
、
個
人
の
重
大
な
権
利

利
益
の
侵
害
が
切
迫
し
て
い
る
こ
と

を
要
件
と
し
て
措
置
を
と
る
べ
き
命

令
に
移
行
す
る
（
法
三
四
条
二
項
）。

ま
た
、
一
六
条
、
一
七
条
、
二
〇

条
、
二
一
条
、
二
二
条
、
二
三
条
一

項
違
反
で
個
人
の
重
大
な
権
利
利
益

を
害
す
る
事
実
が
あ
る
た
め
緊
急
に

措
置
を
と
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は

勧
告
な
し
に
命
令
が
で
き
る
が
、
二

五
条
は
こ
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い

（
法
三
四
条
三
項
）。

し
た
が
っ
て
、
取
引
履
歴
の
不
開

示
に
対
し
て
は
報
告
の
徴
収
、
助
言
、

こ
れ
に
従
わ
な
い
時
に
勧
告
、
こ
れ

に
も
従
わ
な
い
と
き
に
命
令
を
申
立

て
、
こ
の
違
反
を
持
っ
て
罰
則
の
適

用
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ

る
。
な
お
、
罰
則
に
関
し
て
は
両
罰

規
定
と
な
っ
て
い
る
。

六
�
具
体
的
な
貸
金
業
者
の

対
応

最
後
に
、
取
引
履
歴
の
開
示
を
拒

む
業
者
の
実
際
の
具
体
的
な
対
応
と

こ
れ
に
対
す
る
筆
者
個
人
の
見
解
を

述
べ
た
い
。

①
過
払
い
目
的
の
開
示
請
求
な
ら
個

人
情
報
保
護
法
の
趣
旨
に
反
す
る

の
で
開
示
で
き
な
い
。

法
二
九
条
の
開
示
の
手
続
き
の
用

紙
に
開
示
の
目
的
を
記
載
さ
せ
る
貸

金
業
者
も
あ
る
が
、
開
示
の
目
的
の

記
載
は
不
要
で
あ
る
し
、
記
載
す
る

に
し
て
も
取
引
履
歴
確
認
の
た
め
ぐ

ら
い
の
記
載
で
よ
い
と
考
え
る
。
金

融
庁
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
関
す
る
意

見
照
会
（h

ttp
://w
w
w
.fsa.go

.jp

/n
ew
s/n
ew
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6
/f-2
0
0
4
1
2
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参
照
）
の
中
で
も
目
的
を

聴
取
し
て
制
限
的
に
開
示
す
る
こ
と

が
可
能
か
の
質
問
に
対
し
、
金
融
庁

は
�
法
律
第
二
五
条
に
お
い
て
は
、

開
示
の
目
的
に
よ
る
開
示
請
求
の
制

限
は
設
け
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
�
と
明

確
に
回
答
し
て
い
る
。
こ
の
回
答
の

と
お
り
、
不
開
示
事
由
は
法
二
五
条

一
項
一
号
乃
至
三
号
に
限
ら
れ
、
こ

れ
以
外
の
事
由
を
根
拠
と
し
て
拒
む

こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
も
そ
も
、
個

人
情
報
保
護
法
の
開
示
請
求
の
制
度

の
基
礎
に
は
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
八
原
則
の

�
個
人
参
加
の
原
則
�
が
あ
る
。
自

分
の
い
か
な
る
情
報
を
相
手
方
が
所

持
し
て
い
る
か
を
知
る
こ
と
が
、
利

用
の
停
止
や
訂
正
の
前
段
階
と
し
て

不
可
欠
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
開

示
を
し
な
い
こ
と
こ
そ
が
個
人
情
報

保
護
法
の
趣
旨
に
反
す
る
の
で
あ
る
。

②
取
引
履
歴
は
廃
棄
し
て
し
ま
っ
た
。

貸
金
業
規
制
法
一
九
条
、
商
法
三

六
条
違
反
に
該
当
す
る
こ
と
が
多
い
。

ま
た
、�
貸
金
業
者
は
貸
金
業
法
四

三
条
一
項
の
み
な
し
弁
済
の
適
用
を

受
け
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
要
件

の
立
証
の
た
め
に
業
務
帳
簿
を
保
管

す
べ
き
で
あ
る
�（
札
幌
簡
裁
平
成

一
〇
年
一
二
月
四
日
決
定
）
と
い
う

裁
判
所
の
判
断
も
あ
る
。
開
示
請
求

に
対
し
、
帳
簿
の
廃
棄
で
対
応
す
る

の
で
あ
れ
ば
、
貸
金
業
規
制
法
一
九

条
違
反
は
同
法
三
六
条
一
項
一
号
に

該
当
し
、
業
務
停
止
の
対
象
に
な
る

し
、
全
国
で
組
織
的
に
行
う
事
実
が

あ
れ
ば
、
同
法
三
七
条
一
項
六
号
に

該
当
す
る
た
め
当
該
貸
金
業
者
の
登

録
は
取
消
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
個
人
情
報
保
護
法
を
逆
手

に
と
っ
て
、
全
取
引
の
開
示
を
拒
む

こ
と
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
Ｏ
Ｅ

Ｃ
Ｄ
八
原
則
の
中
に
�
デ
ー
タ
内
容

の
原
則
�
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
法

一
九
条
�
個
人
デ
ー
タ
を
正
確
か
つ

最
新
の
内
容
に
保
つ
よ
う
に
努
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
�、
金
融
庁
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
九
条
�
事
業
者
は
、（
中

略
）
個
人
デ
ー
タ
の
保
存
期
間
に
つ

い
て
は
、
契
約
終
了
後
一
定
期
間
内

と
す
る
等
、
保
有
す
る
個
人
デ
ー
タ

の
利
用
目
的
に
応
じ
保
存
期
間
を
定

め
、
当
該
期
間
を
経
過
し
た
個
人
デ

ー
タ
を
消
去
す
る
こ
と
と
す
る
。
た

だ
し
、
法
令
等
に
基
づ
く
保
存
期
間

の
定
め
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
限

り
で
は
な
い
�
と
い
う
形
で
具
体
化

さ
れ
て
い
る
（
な
お
、
自
主
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
５
‐
１
�
に
も
同
様
の
規
定

が
あ
る
）。

し
た
が
っ
て
、
実
質
的
に
は
一
連

の
取
引
で
は
あ
る
が
、
何
度
か
終
了

し
た
取
引
が
あ
る
場
合
、
貸
金
業
者

の
�
個
人
の
信
用
情
報
は
時
の
経
過

に
よ
り
変
化
す
る
の
で
、
貸
金
業
規

制
法
、
商
法
の
保
存
期
間
も
超
え
て

い
る
場
合
に
は
廃
棄
す
る
こ
と
が
正

当
で
あ
る
�
と
の
主
張
に
根
拠
を
与

え
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
先
に
記
述
し
た

と
お
り
、
履
歴
を
廃
棄
す
る
こ
と
に

よ
り
み
な
し
弁
済
立
証
と
同
様
の
効

果
を
安
易
に
得
さ
せ
て
は
、
法
秩
序

の
維
持
も
保
て
な
い
の
で
は
な
い
か

と
思
う
。
私
た
ち
法
律
家
と
し
て
は
、

取
引
履
歴
廃
棄
の
�
主
張
�
に
厳
し

く
対
処
し
て
い
く
べ
き
と
考
え
る
。

③
取
引
履
歴
は
個
人
情
報
で
は
な
い
。

取
引
履
歴
は
単
な
る
数
字
の
羅
列

に
す
ぎ
ず
、
特
定
個
人
の
識
別
が
で

き
な
い
か
ら
個
人
情
報
に
該
当
せ
ず
、

開
示
の
対
象
で
は
な
い
と
い
う
主
張

で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
そ
う
い
う
の

で
あ
れ
ば
貸
金
業
規
制
法
一
九
条
は

遵
守
さ
れ
て
い
る
の
か
疑
問
で
あ
る
。

ま
た
、
個
人
情
報
保
護
法
の
用
語
の

定
義
か
ら
見
て
も
開
示
の
対
象
で
あ

る
�
保
有
個
人
デ
ー
タ
�
に
該
当
す

る
こ
と
に
疑
い
は
な
い
。
事
実
上
、

会
員
番
号
の
み
、
氏
名
と
生
年
月
日

を
貸
金
業
者
の
担
当
者
に
告
げ
る
と

特
定
個
人
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
上
識

別
し
対
応
し
て
い
る
の
で
、
業
者
と

し
て
も
否
定
し
に
く
い
の
で
は
な
い

か
と
考
え
る
。

④
取
引
が
終
了
し
た
た
め
に
容
易
に

識
別
で
き
な
い
状
態
に
し
た
。
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こ
れ
も
、
貸
金
業
規
制
法
一
九
条
、

商
法
三
六
条
違
反
で
あ
る
。
③
と
同

様
に
個
人
情
報
保
護
法
上
の
用
語
の

定
義
上
の
い
ず
れ
か
の
要
件
を
は
ず

そ
う
と
試
み
る
主
張
で
あ
る
。
取
引

履
歴
の
開
示
が
で
き
な
い
と
い
う
営

業
方
法
が
す
で
に
、
市
場
に
存
立
を

許
す
べ
き
存
在
で
な
い
こ
と
を
証
明

し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
。

⑤
応
じ
ら
れ
る
と
こ
ろ
ま
で
は
開
示

す
る
が
、
後
は
訴
訟
で
対
応
し
た

い
。

明
白
な
法
律
違
反
で
あ
る
。
法
律

の
解
釈
論
に
持
ち
込
も
う
と
す
る
意

図
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
法
二
五

条
の
不
開
示
事
由
は
厳
格
に
解
釈
さ

れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
貸
金
業
者

の
恣
意
的
な
判
断
に
よ
る
べ
き
で
は

な
い
事
は
既
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

⑥
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
、
電
話

番
号
等
の
み
を
開
示
す
る
。

依
頼
者
と
当
該
貸
金
業
者
と
の
取

引
開
始
当
初
か
ら
の
取
引
履
歴
の
開

示
を
求
め
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

氏
名
等
の
み
を
送
り
つ
け
開
示
の
完

了
を
主
張
す
る
業
者
が
い
る
。
そ
の

意
図
す
る
と
こ
ろ
は
全
く
理
解
し
が

た
い
。
日
本
の
法
秩
序
に
対
す
る
挑

戦
で
は
な
い
か
と
す
ら
、
感
じ
ざ
る

を
得
な
い
。

七
�
最
後
に

以
上
、
個
人
情
報
保
護
法
と
貸
金

業
者
に
関
し
、
特
に
法
二
五
条
に
焦

点
を
あ
て
記
述
し
た
。
こ
の
他
に
も
、

個
人
情
報
の
取
得
に
関
す
る
問
題
、

利
用
に
関
す
る
問
題
等
貸
金
業
者
の

取
り
扱
う
個
人
情
報
は
一
度
不
適
切

に
扱
わ
れ
て
し
ま
う
と
個
人
に
重
大

な
権
利
侵
害
が
及
ぶ
事
案
が
多
い
こ

と
に
異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の

厳
正
な
取
扱
い
が
期
待
さ
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
る
が
、
現
実
に
は
こ
れ
を
望

む
べ
く
も
な
い
状
態
が
散
見
さ
れ
る
。

特
に
、
不
当
利
得
を
返
還
請
求
す
る

と
い
う
場
面
に
関
わ
る
こ
と
が
多
い

取
引
履
歴
の
不
開
示
に
は
、
こ
の
問

題
点
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
い
る
感

が
あ
る
。

か
つ
て
の
債
務
者
か
ら
の
不
当
利

得
返
還
請
求
に
不
当
利
得
の
確
保
と

い
う
正
当
と
は
言
い
が
た
い
目
的
で

取
引
履
歴
の
不
開
示
で
応
じ
る
の
で

あ
れ
ば
、
そ
の
姿
勢
に
は
強
い
疑
問

を
感
じ
る
。
み
な
し
弁
済
を
主
張
す

る
の
で
あ
れ
ば
、
主
張
し
立
証
す
れ

ば
よ
い
の
で
あ
る
。
取
引
履
歴
の
不

開
示
は
み
な
し
弁
済
の
成
立
以
前
の

問
題
で
あ
る
。

現
在
、
多
く
の
貸
金
業
者
が
様
々

な
手
法
で
取
引
履
歴
の
不
開
示
を
図

っ
て
い
る
。
法
的
義
務
の
明
記
さ
れ

た
も
の
に
公
然
と
違
反
す
る
の
で
あ

れ
ば
、
も
は
や
社
会
の
ル
ー
ル
を
遵

守
で
き
な
い
存
在
で
あ
る
事
を
宣
言

す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
う
で

あ
る
な
ら
ば
、
市
場
か
ら
の
撤
退
を

求
め
る
ほ
か
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

私
た
ち
司
法
書
士
は
法
律
家
と
し

て
、
国
民
の
権
利
の
保
護
に
寄
与
し

て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
強
い
責
務
が

あ
る
。
新
し
い
法
律
を
実
務
の
中
で

い
か
に
使
い
こ
な
し
、
そ
の
解
釈
、

運
用
を
定
着
さ
せ
て
い
く
た
め
の
不

断
の
努
力
、
ひ
い
て
は
よ
り
進
ん
だ

制
度
の
創
造
に
意
見
を
持
ち
働
き
か

か
け
て
い
く
事
を
忘
れ
ず
に
職
務
に

取
り
組
み
、
多
重
債
務
に
陥
っ
た

方
々
の
生
活
再
建
を
支
援
し
て
い
く

こ
と
が
今
私
た
ち
に
求
め
ら
れ
て
い

る
。（

二
〇
〇
五
年
七
月
二
日
脱
稿
）
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QQ
11

個
人
情
報
保
護
法
の
目
的
は
。

AA
11

QQ
22

個
人
情
報
と
は
何
を
さ
し
ま
す
か
。

AA
22

QQ
33

ど
の
よ
う
な
個
人
情
報
を
法
律
の
規
制
対
象
と
し
て
い
ま

す
か
。

AA
33

QQ
44

ど
の
よ
う
な
も
の
が
規
制
の
対
象
と
な
り
ま
す
か
。

�
個
人
の
権
利
利
益
を
保
護
す
る
こ
と
�
を
究
極
的
な
目
的
と
し

て
い
ま
す〔
個
人
情
報
保
護
法
（
以
下
、�
法
�と
い
う
）
第
一
条
参
照
〕。

�
個
人
の
人
格
尊
重
�
の
基
本
理
念
（
法
第
三
条
参
照
）
が
明
記

さ
れ
て
い
ま
す
。
法
検
討
の
過
程
で
議
論
さ
れ
た
、�
自
己
情
報
の
コ
ン
ト
ロ

ー
ル
権
�
は
、
確
立
さ
れ
た
権
利
で
な
い
こ
と
か
ら
、
採
用
さ
れ
ず
、
よ
り
広

い
�
人
格
尊
重
�
が
理
念
と
さ
れ
ま
し
た
。

生
存
す
る
個
人
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
当
該
情
報
に
含
ま
れ
る

氏
名
・
生
年
月
日
そ
の
他
の
記
述
な
ど
に
よ
り
、
特
定
の
個
人
を
識

別
で
き
る
も
の
（
他
の
情
報
と
容
易
に
照
合
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ

れ
に
よ
り
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
と
な
る
も
の
を
含
む
）

と
規
定
さ
れ
て
お
り
、（
法
第
二
条
参
照
）、
か
な
り
広
い
方
法
で
個
人
を
識
別

さ
れ
れ
ば
、
個
人
情
報
と
な
り
ま
す
。

死
者
に
関
す
る
情
報
は
、
こ
の
法
律
の
対
象
に
は
な
り
ま
せ
ん
が
、
生
存
す

る
個
人
と
関
係
す
る
情
報
と
な
っ
た
場
合
は
、
対
象
に
な
り
ま
す
。

個
人
を
識
別
で
き
る
情
報
を
�
個
人
デ
ー
タ
�
と
い
い
ま
す
。
こ

の
う
ち
、
法
律
の
規
制
対
象
と
な
る
�
保
有
個
人
デ
ー
タ
�
は
六
ヵ

月
を
超
え
る
期
間
保
有
す
る
も
の
で
あ
り
（
施
行
令
第
四
条
）、
そ

の
存
否
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
に
よ
り
、
公
益
な
ど
が
害
さ
れ
る
も
の
と
し
て

政
令
（
施
行
令
第
三
条
）
で
定
め
る
も
の
を
除
い
て
い
ま
す
。

�
個
人
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
等
�
と
は
、
保
有
個
人
デ
ー
タ
を
検
索
可
能
と

し
た
も
の
を
言
い
ま
す
。
こ
の
場
合
、
事
件
簿
な
ど
で
検
索
す
る
こ
と
も
含
ま

れ
ま
す
の
で
、
司
法
書
士
の
持
つ
個
人
情
報
は
ほ
と
ん
ど
が
�
個
人
情
報
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
等
�
に
な
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

個
人
情
報
保
護
法
Ｑ
＆
Ａ

日
本
司
法
書
士
会
連
合
会

個
人
情
報
保
護
対
策
部

特
集

個
人
情
報
保
護
法
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AA
44

QQ
55

情
報
の
数
の
算
定
で
留
意
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。

AA
55

QQ
66

事
業
の
用
に
供
せ
ら
れ
る
も
の
と
し
て
注
意
す
る
点
は
あ

り
ま
す
か
。

AA
66

QQ
77

事
業
の
用
に
供
し
て
い
な
い
と
さ
れ
る
も
の
は
他
に
あ
り

ま
す
か
。

AA
77

QQ
88

個
人
情
報
保
護
と
守
秘
義
務
は
ど
の
よ
う
に
違
い
ま
す
か
。

AA
88

QQ
99

利
用
目
的
は
限
定
さ
れ
て
い
ま
す
か
。

AA
99

ま
ず
�
事
業
の
用
�
に
供
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
個
人
的
に
使

う
友
人
、
親
戚
な
ど
を
記
載
し
た
ア
ド
レ
ス
帳
な
ど
は
対
象
と
な
り

ま
せ
ん
。

過
去
六
ヵ
月
以
内
の
い
ず
れ
の
日
に
も
五
〇
〇
〇
を
超
え
る
特
定
の
個
人
情

報
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
要
件
に
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、�
法
務
省
が
所
管
す

る
事
業
を
行
う
事
業
者
等
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
�
に
つ
い
て
は
、
五
〇
〇
〇
以
下
の
個
人
情
報
の
保
持
者
で
も
対
象
と
な

り
ま
す
。こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
違
反
が
品
位
保
持
義
務（
司
法
書
士
法
第
二
条
）

違
反
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
法
務
局
長
又
は
地
方
法
務
局
長
に
よ
る
懲
戒
処

分
（
司
法
書
士
法
第
四
七
条
）
又
は
司
法
書
士
会
に
よ
る
注
意
勧
告
処
分
（
司

法
書
士
法
第
六
一
条
）
が
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
の
遵
守
状
況
が
、
適
正
な
業
務
遂
行
が
さ
れ
て
い
た
か
否
か
の
判
断
に
お

け
る
考
察
要
素
と
な
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

司
法
書
士
の
場
合
に
、
個
人
情
報
の
数
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か

が
問
題
で
す
。
例
え
ば
、
事
件
簿
に
記
載
さ
れ
た
事
件
数
で
は
な
く
、

当
事
者
の
数
だ
け
で
も
な
く
、
事
件
簿
を
も
と
に
検
索
可
能
な
（
原

則
と
し
て
個
人
情
報
に
何
ら
か
の
形
で
辿
り
つ
け
る
）
戸
籍
・
住
民
票
・
関
係

者
目
録
・
相
続
関
係
図
等
に
表
示
さ
れ
る
す
べ
て
の
個
人
の
情
報
を
、
そ
れ
ぞ

れ
を
累
積
し
て
カ
ウ
ン
ト
す
る
こ
と
が
原
則
で
す
の
で
、
ひ
と
つ
の
事
件
を
数

百
の
個
人
情
報
と
し
て
扱
う
必
要
が
あ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

司
法
書
士
等
の
場
合
で
も
、
顧
客
・
従
業
員
・
納
入
業
者
等
の
デ

ー
タ
も
事
業
に
供
す
る
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
ま
す
。

電
話
帳
・
カ
ー
ナ
ビ
な
ど
を
編
集
又
は
加
工
す
る
こ
と
な
く
利
用

す
る
場
合
は
、
事
業
に
供
し
て
い
る
場
合
で
も
対
象
と
は
な
り
ま
せ

ん
（
施
行
令
第
二
条
括
弧
書
き
）。

原
則
と
し
て
、
検
索
可
能
な
個
人
情
報
の
み
が
個
人
情
報
保
護
法

上
の
保
護
客
体
で
す
。

一
方
、
司
法
書
士
の
業
務
上
の
守
秘
義
務
は
、
検
索
性
の
有
無
を

問
わ
ず
（
個
人
情
報
だ
け
に
留
ま
ら
ず
）
あ
ら
ゆ
る
情
報
が
対
象
に
な
り
ま
す

が
、
秘
密
性
の
な
い
情
報
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

基
本
的
に
、
取
得
し
た
個
人
情
報
は
当
初
の
目
的
の
範
囲
内
の
使

用
に
限
定
さ
れ
ま
す
。

過
去
に
持
っ
て
い
た
個
人
情
報
を
顧
客
な
ど
と
の
話
題
に
加
え
る

個人情報保護法
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QQ
1100

申
請
な
ど
に
あ
た
っ
て
個
人
情
報
の
提
供
は
ど
の
よ
う
に

考
え
れ
ば
よ
い
の
で
す
か
。

AA
1100

QQ
1111

登
記
申
請
の
際
、
戸
籍
な
ど
の
添
付
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い

の
で
す
か
。

AA
1111

QQ
1122

個
人
情
報
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
管
理
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う

に
対
応
す
れ
ば
よ
い
の
で
す
か
。

AA
1122

こ
と
は
避
け
て
く
だ
さ
い
。

登
記
簿
の
記
載
及
び
登
記
所
に
備
え
ら
れ
て
い
る
申
請
書
類
は
、

個
別
法
に
よ
り
、
個
人
情
報
保
護
法
の
適
用
除
外
に
な
っ
て
い
ま
す
。

た
だ
し
、
申
請
に
あ
た
っ
て
は
個
人
情
報
保
護
に
留
意
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

登
記
申
請
書
の
添
付
書
面
に
個
人
情
報
保
護
の
対
象
と
な
る
文
書

が
含
ま
れ
る
場
合
に
、
該
当
文
書
を
登
記
申
請
書
に
添
付
す
る
こ
と

に
つ
い
て
は
、
黙
示
の
同
意
が
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
の
で
、
登
記
の

申
請
に
戸
籍
謄
本
等
を
添
付
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
個
別
の
同
意
は
不
要
で
あ

る
と
解
さ
れ
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
登
記
申
請
書
に
添
付
す
る
書
面
の
原
本
の
還
付
を
受
け
る

べ
き
か
否
か
等
に
つ
い
て
は
、
司
法
書
士
の
判
断
や
助
言
に
よ
る
と
こ
ろ
が
多

く
、
そ
の
助
言
に
は
個
人
情
報
保
護
の
観
点
か
ら
の
配
慮
も
必
要
と
な
り
ま
す
。

な
お
、
添
付
書
面
に
含
ま
れ
て
い
る
情
報
中
、
登
記
の
申
請
と
直
接
関
係
の
な

い
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
添
付
書
面
と
し
て
登
記
所
に
保
管
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
閲
覧
の
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
が
個
人
情
報
保
護
の
観
点
か
ら
相
当
で
は

な
い
と
思
わ
れ
る
も
の
（
遺
産
分
割
協
議
書
に
記
載
さ
れ
た
預
金
口
座
名
及
び

預
金
額
等
）
に
つ
い
て
は
、
原
本
還
付
の
手
続
に
お
い
て
そ
の
部
分
を
マ
ス
キ

ン
グ
処
理
し
て
お
く
と
か
、
そ
の
部
分
を
除
い
た
抄
本
を
作
成
し
て
提
出
す
る

等
の
措
置
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
が
登
記
に
必
要
な
部
分
か
否
か
に
つ
い

て
は
、
個
別
的
に
判
断
せ
ざ
る
を
得
ず
、
登
記
に
必
要
な
部
分
（
遺
産
分
割
協

議
書
に
記
載
さ
れ
た
当
該
登
記
申
請
に
か
か
る
不
動
産
の
表
示
等
）
に
つ
い
て

は
上
記
の
よ
う
な
措
置
を
と
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

契
約
書
に
つ
い
て
も
登
記
に
使
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
黙
示
の
同
意
が
あ

る
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
た
め
、
個
別
の
同
意
が
不
要
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

個
人
情
報
の
安
全
管
理
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
対
応
を
行
い
、

漏
え
い
し
な
い
よ
う
に
対
応
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

〈
人
的
対
応
〉

・
司
法
書
士
・
従
業
者
の
責
任
と
権
限
を
明
確
に
す
る
。

・
従
業
者
に
対
す
る
教
育
・
訓
練
を
行
う
。

・
安
全
管
理
に
関
す
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
整
理
し
て
運
用
す
る
。

・
従
業
者
に
対
す
る
個
人
情
報
の
非
開
示
契
約
を
行
う
。

〈
物
理
的
対
応
〉

・
個
人
デ
ー
タ
を
扱
う
部
屋
へ
の
入
退
室
の
管
理
を
す
る
こ
と
。

・
盗
難
防
止
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

・
デ
ー
タ
の
持
ち
出
し
制
限
（
コ
ピ
ー
の
制
限
等
）
を
行
う
こ
と
。

・
破
棄
に
あ
た
っ
て
は
、
デ
ー
タ
を
読
み
取
れ
な
い
も
の
に
す
る
こ
と
。

（
紙
デ
ー
タ
は
少
な
く
と
も
シ
ュ
レ
ッ
ダ
ー
に
か
け
る
こ
と
）

（
電
子
的
メ
デ
ィ
ア
に
つ
い
て
は
物
理
的
に
使
え
な
い
も
の
に
す
る
こ
と
等
）

（
Ｐ
Ｃ
に
つ
い
て
は
、
記
憶
装
置
を
物
理
的
に
使
え
な
い
も
の
に
す
る
こ
と

等
）

〈
技
術
的
対
応
〉

・
個
人
デ
ー
タ
利
用
者
を
制
限
す
る
た
め
の
パ
ス
ワ
ー
ド
の
付
与
・
生
体
認
証
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QQ
1133

全
員
加
入
司
法
書
士
業
務
賠
償
責
任
保
険
で
個
人
情
報
の

漏
え
い
は
補
償
さ
れ
ま
す
か
。

AA
1133

QQ
1144

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
ポ
リ
シ
ー
は
必
要
で
す
か
。

AA
1144

QQ
1155

本
人
か
ら
の
求
め
に
よ
る
開
示
請
求
を
拒
否
で
き
る
場
合

は
あ
り
ま
す
か
。

AA
1155

QQ
1166

法
の
適
用
除
外
の
分
野
は
あ
り
ま
す
か
。

AA
1166

QQ
1177

個
人
情
報
保
護
法
に
よ
る
罰
則
は
。

AA
1177

シ
ス
テ
ム
の
採
用
な
ど
情
報
シ
ス
テ
ム
へ
の
ア
ク
セ
ス
制
限
を
行
う
こ
と
。

・
ア
ク
セ
ス
履
歴
の
記
録
を
と
る
こ
と
等
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

原
則
と
し
て
、
司
法
書
士
業
務
を
遂
行
す
る
に
当
た
っ
て
の
第
三

者
へ
の
損
害
賠
償
は
、
全
員
加
入
司
法
書
士
業
務
賠
償
責
任
保
険
で

カ
バ
ー
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
司
法
書
士
等
自
身
の
信
用
毀
損
を
防

ぐ
た
め
に
支
出
す
る
費
用
等
は
補
償
の
対
象
外
で
す
。

社
会
や
依
頼
者
に
対
す
る
信
頼
を
確
保
す
る
面
か
ら
積
極
的
に
公

開
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
ま
す
。

特
に
、
相
談
・
来
所
の
事
実
等
に
つ
い
て
も
留
意
す
る
こ
と
を
表

明
す
る
な
ど
、
利
用
者
が
安
心
し
て
相
談
・
依
頼
で
き
る
よ
う
に
分
か
り
や
す

く
す
る
こ
と
も
大
切
で
す
。
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
観
点
か
ら
は
、
依
頼
者
自
身
の

家
族
に
対
し
て
も
慎
重
に
扱
う
よ
う
配
慮
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
厚
生
労
働

省
の
指
針
で
は
、
医
者
が
病
状
を
家
族
に
話
す
場
合
に
は
、
本
人
に
話
す
こ
と

が
難
し
い
場
合
な
ど
限
定
的
に
す
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
自
己
の
情

報
に
対
す
る
意
識
は
法
律
の
施
行
に
よ
り
、
飛
躍
的
に
高
ま
っ
て
お
り
、
今
ま

で
ど
お
り
の
意
識
で
対
応
す
れ
ば
、
信
用
失
墜
に
繋
が
り
か
ね
な
い
問
題
で
あ

り
ま
す
。

①
本
人
又
は
第
三
者
の
生
命
、
身
体
、
財
産
そ
の
他
の
権
利
義
務
を

害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
。

②
個
人
情
報
保
護
取
扱
い
事
業
者
の
業
務
の
適
正
な
実
施
に
著
し
い

支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
場
合
。

③
他
の
法
令
に
違
反
す
る
場
合
。

司
法
書
士
法
の
守
秘
義
務
・
第
三
者
の
財
産
そ
の
他
の
権
利
義
務
を
害
す
る

お
そ
れ
・
適
正
な
業
務
実
施
に
著
し
い
支
障
の
あ
る
こ
と
な
ど
を
理
由
に
拒
否

で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

報
道
・
著
述
・
学
術
研
究
・
宗
教
・
政
治
に
関
す
る
分
野
は
適
用

除
外
と
な
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
個
人
情
報
の
重
要
性
よ
り
こ
れ

ら
の
分
野
の
活
動
が
優
先
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
主
務
大
臣

か
ら
の
独
立
性
を
確
保
す
る
面
か
ら
適
用
除
外
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、

司
法
書
士
が
著
述
す
る
場
合
に
も
、
個
人
情
報
に
は
十
分
留
意
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

個
人
情
報
取
扱
事
業
者
が
主
務
大
臣
の
命
令
に
違
反
し
た
場
合
は
、

六
ヵ
月
以
下
の
懲
役
又
は
三
〇
万
円
以
下
の
罰
金
（
法
第
五
六
条
）、

個
人
情
報
取
扱
事
業
者
又
は
認
定
個
人
情
報
保
護
団
体
が
、
主
務

大
臣
に
よ
る
報
告
の
徴
収
に
対
し
て
報
告
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
場

合
に
三
〇
万
円
以
下
の
罰
金
（
法
第
五
七
条
）
と
な
り
ま
す
。

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
違
反
に
つ
い
て
は
、
こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
み
を
根
拠
と

個人情報保護法
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QQ
1188

日
司
連
は
個
人
情
報
保
護
保
険
に
加
入
し
て
い
ま
す
か
。

AA
1188

QQ
1199

そ
の
補
償
内
容
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
す
か
。

AA
1199

し
て
の
主
務
大
臣
の
罰
則
は
あ
り
ま
せ
ん
。

加
入
し
て
い
ま
す
。
加
入
者
は
、
日
司
連
。
被
保
険
者
は
、
日
司

連
及
び
各
司
法
書
士
会
で
す
。

以
下
、
補
償
内
容
の
概
要
で
す
。

補
償
範
囲
（
日
司
連
及
び
司
法
書
士
会
に
つ
い
て
）

①
法
律
上
の
損
害
賠
償
金
及
び
弁
護
士
費
用
等
の
争
訟
費
用

偶
然
な
事
由
に
よ
り
個
人
情
報
を
漏
え
い
し
た
こ
と
、
ま
た
は
そ
の
お
そ
れ

が
あ
る
こ
と
に
起
因
し
て
、
被
保
険
者
に
対
し
て
保
険
期
間
中
に
日
本
国
内
に

お
い
て
損
害
賠
償
請
求
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
被
保
険
者
が
法
律
上
の
賠

償
責
任
を
負
担
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
被
る
損
害
に
つ
い
て
て
ん
補
さ
れ
る
。
ま

た
、
弁
護
士
着
手
金
、
成
功
報
酬
に
つ
い
て
も
、
て
ん
補
さ
れ
る
。

②
ブ
ラ
ン
ド
プ
ロ
テ
ク
ト
費
用

ブ
ラ
ン
ド
価
値
の
毀
損
を
防
止
・
縮
減
す
る
た
め
の
措
置
に
要
す
る
費
用
。

具
体
的
に
は
、
謝
罪
広
告
等
の
費
用
・
見
舞
品
費
用
・
ク
レ
ー
ム
対
応
費
用
・

コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
費
用
で
あ
る
。

特

徴

①
て
ん
補
さ
れ
る
も
の

使
用
人
員
等
の
犯
罪
行
為
に
起
因
す
る
損
害
賠
償
請
求
、
紙
デ
ー
タ
の
漏

え
い
、
委
託
先
で
の
漏
え
い
、
弁
護
士
費
用
等
の
争
訟
費
用
、
漏
え
い
の�
お

そ
れ
�
も
対
象
と
す
る

②
て
ん
補
さ
れ
な
い
も
の

契
約
始
期
日
以
前
の
漏
え
い
、
廃
棄
さ
れ
た
媒
体
等
か
ら
生
じ
た
漏
え
い

て
ん
補
限
度
額

損
害
賠
償
に
関
す
る
補
償
は
３
億
円
、
ブ
ラ
ン
ド
プ
ロ
テ
ク
ト
費
用
補
償

は
三
〇
〇
〇
万
円

免
責
金
額
…
…
損
害
賠
償
に
関
す
る
補
償
と
ブ
ラ
ン
ド
プ
ロ
テ
ク
ト
費

用
補
償
合
算
で
二
〇
万
円
。

縮
小
て
ん
補
割
合
…
…
ブ
ラ
ン
ド
プ
ロ
テ
ク
ト
費
用
補
償
の
み
九
〇
％

（
ブ
ラ
ン
ド
プ
ロ
テ
ク
ト
費
用
補
償
に
つ
い
て

は
、
免
責
金
額
の
他
に
一
〇
％
の
負
担
を
お
願

い
す
る
こ
と
に
な
る
）。
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平
成
一
六
年
に
お
け
る
全
国
の
破

産
申
立
件
数
は
、
過
去
最
高
を
更
新

し
た
平
成
一
五
年
よ
り
三
万
件
ほ
ど

減
少
し
た
も
の
の
二
二
万
件
を
超
え

て
お
り
、
依
然
と
し
て
高
水
準
の
ま

ま
で
す
。

ま
た
、
本
年
の
申
立
件
数
は
、
昨

年
同
様
、
前
年
同
月
比
で
一
割
程
度

の
減
少
で
推
移
し
て
お
り
、
景
気
回

復
の
効
果
が
出
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
こ
の
減
少
は
景
気
の
回

復
に
よ
る
一
時
的
な
収
入
の
増
加
に

よ
り
、
金
融
業
者
へ
の
返
済
が
で
き

た
た
め
で
あ
り
、
破
産
予
備
軍
で
あ

る
多
重
債
務
者
が
減
少
し
た
こ
と
に

よ
る
と
は
到
底
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。

そ
れ
は
、
大
手
都
市
銀
行
に
よ
る

消
費
者
金
融
の
グ
ル
ー
プ
化
や
自
動

車
会
社
、
鉄
道
会
社
、
大
手
ス
ー
パ

ー
、
百
貨
店
な
ど
が
発
行
す
る
提
携

カ
ー
ド
の
会
員
獲
得
競
争
等
に
よ
り
、

容
易
に
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
を
入
手

で
き
、
安
易
に
ク
レ
ジ
ッ
ト
が
利
用

で
き
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
Ａ
Ｔ
Ｍ
や

自
動
契
約
機
の
普
及
に
よ
り
、
簡
単

に
キ
ャ
ッ
シ
ン
グ
が
で
き
る
環
境
が

拡
大
し
て
い
る
こ
と
、
な
ど
か
ら
多

重
債
務
者
、
多
重
債
務
者
予
備
軍
の

数
が
じ
わ
じ
わ
と
増
加
を
続
け
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
す
。

今
後
、
景
気
の
後
退
や
増
税
、
物

価
の
上
昇
等
に
よ
り
収
入
の
実
質
的

な
低
下
が
あ
れ
ば
、
金
融
業
者
へ
の

返
済
が
滞
る
者
も
多
く
な
り
、
再
び
、

破
産
申
立
件
数
が
増
加
に
転
じ
る
こ

と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
高
齢
社
会
、
団
塊
の
世
代

が
定
年
退
職
の
時
期
を
迎
え
る
こ
と

か
ら
、
退
職
金
や
多
額
の
預
貯
金
な

ど
を
持
つ
熟
高
年
世
代
を
タ
ー
ゲ
ッ

ト
と
し
た
利
殖
商
法
、点
検（
リ
フ
ォ

ー
ム
）
商
法
、
催
眠
商
法
な
ど
の
悪

徳
商
法
の
増
加
が
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
市
民
か

ら
法
律
専
門
家
に
対
し
、
消
費
者
問

題
に
関
す
る
相
談
や
解
決
及
び
消
費

者
教
育
の
実
施
が
求
め
ら
れ
、
期
待

さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
法
律
専
門
家
で
あ
る
司

法
書
士
は
、
市
民
か
ら
の
負
託
に
応

え
得
る
よ
う
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
対

す
る
理
解
を
深
め
、
市
民
に
良
質
な

法
的
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
で
き
る
態
勢

を
早
急
に
確
立
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。市

民
の
期
待
に
応
え
る
べ
く
�
司

法
書
士
ク
レ
サ
ラ
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
�

の
内
容
を
充
実
、
拡
大
し
て
き
た
結

果
、
取
り
組
む
内
容
が
消
費
者
問
題

全
般
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
今
年
か

ら
名
称
を
改
め
、�
消
費
者
被
害
救

済
実
務
セ
ミ
ナ
ー
�
と
し
て
装
い
を

新
た
に
開
催
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま

し
た
。

現
在
予
定
し
て
い
る
セ
ミ
ナ
ー
の

内
容
は
以
下
の
と
お
り
で
す
。

ぜ
ひ
と
も
多
数
の
方
に
ご
参
加
い

た
だ
き
、
本
セ
ミ
ナ
ー
へ
の
参
加
を

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

平
成
１７
年
消
費
者
被
害
救
済
実
務
セ
ミ
ナ
ー
開
催
の
お
知
ら
せ

６０



�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

契
機
に
消
費
者
問
題
に
積
極
的
に
取

り
組
ん
で
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て

お
り
ま
す
。

参
加
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
下
記

の
実
施
要
領
を
お
読
み
い
た
だ
き
、

早
め
に
所
属
の
司
法
書
士
会
に
お
申

込
み
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

セ
ミ
ナ
ー
の
目
的
及
び
内
容

依
然
と
し
て
自
己
破
産
申
立
件
数

が
二
二
万
件
を
超
え
て
い
る
現
状
を

踏
ま
え
、
多
重
債
務
者
に
対
す
る
早

期
相
談
、
早
期
解
決
、
再
起
を
促
す

こ
と
及
び
悪
徳
商
法
被
害
者
（
特
に

高
齢
者
）
か
ら
の
相
談
、
被
害
の
法

的
な
回
復
を
目
指
し
、
こ
れ
ら
の
問

題
に
積
極
に
関
与
し
、
司
法
書
士
に

対
す
る
市
民
の
信
頼
を
揺
る
ぎ
な
い

も
の
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

さ
ら
に
は
、
多
重
債
務
に
陥
ら
な
い
、

悪
徳
商
法
に
だ
ま
さ
れ
な
い
よ
う
に

す
る
た
め
の
消
費
教
育
へ
の
取
り
組

み
に
つ
い
て
も
検
討
を
す
る
。

今
年
の
セ
ミ
ナ
ー
に
お
い
て
は
、

昨
年
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
を
踏
ま
え
、

分
科
会
を
四
部
制
と
し
、
受
講
で
き

る
分
科
会
を
増
や
す
と
と
も
に
、
習

熟
度
別
講
義
と
し
た
。

さ
ら
に
、
開
会
前
に
初
学
者
向
け

の
講
座
を
設
け
た
。

【
第
１
日
】
一
〇
月
二
二
日
（
土
）

■
基
調
講
演
�
消
費
者
法
�

講
師

坂
東

俊
矢
（
京
都
産
業

大
学
法
務
研
究
科
教
授
）

■
初
学
者
向
講
座

�
ク
レ
サ
ラ
入
門
�

講
師

宮
里

徳
男
（
沖
縄
）

■
第
１
分
科
会

�
破
産
手
続
入
門
編

講
師

芝

豊

（
静
岡
）

�
ク
レ
サ
ラ
入
門
Ⅰ

講
師

田
中

祐
介
（
大
阪
）

�
利
息
計
算
の
手
法

講
師

外
山

敦
之
（
新
潟
）

�
ヤ
ミ
金
融
被
害
へ
の
対
処
法

講
師

小
澤

吉
徳
（
静
岡
）

�
消
費
者
法
概
論

講
師

中
里

功
（
静
岡
）

�
消
費
者
教
育
Ⅰ
（
消
費
生
活
論
）

講
師

柏
木

信
一
（
広
島
修
道

大
学
助
教
授
）

竹
村

秀
博
（
広
島
）

■
第
２
分
科
会

	
不
当
利
得
返
還
請
求
訴
訟

講
師

水
谷

英
二
（
愛
知
）

江
里

二
郎
（
愛
知
）



ク
レ
サ
ラ
入
門
Ⅱ

講
師

田
中

祐
介
（
大
阪
）

古
橋

清
二
（
静
岡
）

�
少
額
管
財

講
師

野
口

雅
人
（
東
京
）

黒
澤

賢
一
（
東
京
）

�
個
人
民
事
再
生
の
い
く
つ
か
の
論

点講
師

小
澤

吉
徳
（
静
岡
）

下
田
代
博
之
（
静
岡
）

増
田

真
也
（
静
岡
）



消
費
者
契
約
法
入
門
編

講
師

小
口

一
成
（
長
野
）

大
島

徹
也
（
富
山
）

�
保
証
債
務

講
師

小
寺

敬
二
（
静
岡
）

吉
田

善
礼
（
福
岡
）

【
第
２
日
】
一
〇
月
二
三
日
（
日
）

■
第
３
分
科
会

�
特
定
調
停
と
債
務
整
理

講
師

水
谷

英
二
（
愛
知
）

江
里

二
郎
（
愛
知
）

�
任
意
整
理
Ⅰ

講
師

成
瀬

耕
一
（
富
山
）

�
不
当
利
得
返
還
請
求
訴
訟
上
級
編

講
師

宮
内

豊
文
（
静
岡
）

芝

豊

（
静
岡
）

�
多
重
債
務
整
理
と
倫
理

（
主
に
提
携
司
法
書
士
問
題
）

講
師

野
口

雅
人
（
東
京
）

黒
澤

賢
一
（
東
京
）

�
消
費
者
契
約
法
上
級
編

講
師

小
口

一
成
（
長
野
）

大
島

徹
也
（
富
山
）

�
特
定
商
取
引
法

講
師

大
澄

正
人
（
静
岡
）

池
田

誠
治
（
愛
媛
）

■
第
４
分
科
会

�
破
産
手
続
上
級
編

講
師

赤
松

茂
（
静
岡
）
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花
田

眞
吾
（
静
岡
）

ア
ド
バ
イ
ザ
ー

古
橋

清
二
（
静
岡
）

�
任
意
整
理
Ⅱ

講
師

成
瀬

耕
一
（
富
山
）

�
取
引
履
歴
再
現
の
理
論
と
実
務

講
師

石
川

芳
弥
（
宮
城
）

�
個
人
債
務
者
再
生
入
門
編

講
師

外
山

敦
之
（
新
潟
）

�
抗
弁
の
接
続

講
師

池
田

誠
治
（
愛
媛
）

大
澄

正
人
（
静
岡
）

�
消
費
者
教
育
Ⅱ
（
司
法
書
士
に
よ

る
消
費
者
教
育
・
法
教
育
）

講
師

柏
木

信
一
（
広
島
修
道

大
学
助
教
授
）

竹
村

秀
博
（
広
島
）

※
分
科
会
の
講
義
概
要
に
つ
い
て
は
、

�
日
司
連n

sr
2
.n
et

�
の
�
日
司

連
か
ら
の
お
知
ら
せ
�
に
掲
載
し
て

い
ま
す
。

な
お
、
都
合
に
よ
り
、
講
師
の
追

加
・
変
更
が
あ
る
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

実 施 要 領

名 称 消費者被害救済実務セミナー

開催趣旨 クレジット・サラ金問題、商工ローン問題、ヤミ金融問題、消費者破産、悪徳商法

等の消費者問題に関し、会員間の情報交換と知識普及を図り、多重債務者及び悪徳商

法被害者等の法的救済活動を推進します。また、これらの活動のために必要な簡裁訴

訟代理関係業務の実践力の向上を図ります。

日 程 平成１７年１０月２２日（土） 午後１時～午後７時２０分

※初学者向講座 午前１０時～正午

１０月２３日（日） 午前９時３０分～午後１時１０分

会 場 京都リサーチパーク

京都市下京区中堂寺南町１３４ （０７５）３２２－７８８８

（ＪＲ京都駅からタクシーで約１０分）

ホームページアドレス http://www.krp.co.jp/

付与単位 本セミナーは、単位制研修です。取得できる単位は次のとおりです。

・基調講演 ２単位 ・分科会 ６単位 ・初学者向講座 ２単位

募集人員 ３００名（希望者が多いときは抽選とする場合があります）

受講料 ３，０００円（テキスト代）

宿 泊 日司連ではホテル等の宿泊の斡旋、紹介などは一切いたしません。

宿泊をされる方は、旅行会社のホームページ等を利用して、各自お調べのうえ、ご

希望のホテル等に直接ご予約ください。

申込方法 所属会または日司連 nsr 2.net から申込書を入手し、必要事項を明記のうえ、所属

会事務局に受講料（３，０００円）を添えてお申込みください。

【必要事項】 氏名・司法書士会名・登録番号・希望する分科会（第１部から第４部のそれぞ

れ第２希望まで、及び初学者向講座への参加の有無）

締切日 平成１７年９月１６日（金）

主 催 日本司法書士会連合会

６２



【
セ
レ
モ
ニ
ー
】

総
会
初
日
、
司
会
の
知
久
公
子
理

事
は
総
会
の
開
始
を
告
げ
、
齋
木
賢

二
副
会
長
の
開
会
宣
言
に
よ
り
、
第

六
六
回
日
司
連
定
時
総
会
が
開
催
さ

れ
た
。

日
司
連
中
村
邦
夫
会
長
の
挨
拶
の

要
旨
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

司
法
制
度
改
革
は
、
昨
秋
の
司
法

制
度
改
革
推
進
本
部
の
設
置
期
限
の

到
来
を
も
っ
て
一
段
落
し
た
。
成
立

し
た
多
数
の
改
革
関
連
法
案
の
う
ち

総
合
法
律
支
援
法
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
法
は
い

ず
れ
も
司
法
書
士
に
大
き
な
役
割
を

期
待
し
て
い
る
法
律
で
あ
り
、
こ
の

二
つ
の
制
度
に
積
極
的
に
関
っ
て
い

き
た
い
。

総
合
法
律
支
援
法
に
基
づ
き
日
本

司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
が
設
置
さ
れ
、

平
成
一
八
年
一
〇
月
頃
に
は
業
務
が

開
始
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。
日
司
連

は
、
関
係
機
関
、
団
体
と
連
絡
調
整

し
な
が
ら
、
市
民
の
た
め
の
総
合
法

律
支
援
体
制
を
構
築
す
る
た
め
に
適

切
な
対
応
を
図
っ
て
い
く
。
ま
た
、

日
司
連
が
進
め
て
き
た
司
法
書
士
総

合
相
談
セ
ン
タ
ー
と
日
本
司
法
支
援

セ
ン
タ
ー
の
連
携
に
つ
い
て
も
さ
ら

に
検
討
を
深
め
た
い
。

Ａ
Ｄ
Ｒ
の
制
度
化
に
関
し
て
は
、

裁
判
手
続
と
並
ん
で
魅
力
あ
る
紛
争

解
決
手
段
と
し
て
の
制
度
を
創
り
育

て
る
た
め
に
司
法
書
士
会
の
組
織
を

あ
げ
て
対
応
し
て
い
く
。
こ
れ
ま
で

の
司
法
書
士
の
専
門
性
と
知
識
と
経

験
を
活
用
し
、
積
極
的
に
関
与
す
る

こ
と
を
前
提
と
し
て
、
司
法
書
士
調

停
セ
ン
タ
ー
開
設
の
た
め
の
準
備
を

進
め
て
き
た
。
平
成
一
七
年
度
は
、

こ
れ
ら
準
備
の
最
終
段
階
と
位
置
付

け
ら
れ
る
。
全
国
の
司
法
書
士
会
が

行
動
開
始
を
求
め
ら
れ
る
時
で
あ
る
。

司
法
書
士
特
別
研
修
で
は
、
平
成

一
六
年
度
は
四
回
目
の
研
修
が
実
施

さ
れ
、
一
〇
一
八
名
が
受
講
し
た
。

こ
の
特
別
研
修
の
実
施
に
あ
た
っ
て

は
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
、
最
高
裁

判
所
並
び
に
法
務
省
の
ご
支
援
と
ご

協
力
に
あ
ら
た
め
て
感
謝
す
る
。

平
成
一
六
年
六
月
一
一
日
新
不
動

産
登
記
法
が
可
決
成
立
し
、
本
年
三

月
七
日
に
施
行
さ
れ
た
。
実
に
一
〇

五
年
ぶ
り
の
大
改
正
で
あ
っ
た
。
登

記
原
因
証
明
情
報
の
必
要
的
提
供
制

度
、
登
記
済
証
に
変
わ
る
登
記
識
別

情
報
制
度
、
さ
ら
に
登
記
識
別
情
報

が
な
い
場
合
の
資
格
者
代
理
人
に
よ

る
本
人
確
認
情
報
提
供
制
度
等
、
司

法
書
士
の
責
任
は
一
段
と
重
い
も
の

に
な
っ
た
。
平
成
一
七
年
度
中
に
は

オ
ン
ラ
イ
ン
指
定
庁
が
、
お
よ
そ
一

〇
〇
庁
に
な
る
と
聞
い
て
い
る
。
改

正
法
の
実
質
的
施
行
は
本
年
度
、
オ

ン
ラ
イ
ン
申
請
は
ま
さ
に
こ
れ
か
ら

で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
登
記

制
度
は
わ
が
国
の
経
済
に
と
っ
て
重

要
な
位
置
を
占
め
、
不
動
産
取
引
を

支
え
る
基
盤
的
な
制
度
で
あ
り
、
私

た
ち
司
法
書
士
は
、
権
利
に
関
す
る

登
記
の
九
五
％
を
占
め
る
わ
が
国
唯

一
の
専
門
家
で
あ
る
。
オ
ン
ラ
イ
ン

申
請
の
成
否
は
私
た
ち
司
法
書
士
に

か
か
っ
て
い
る
。
日
司
連
は
こ
の
オ

ン
ラ
イ
ン
申
請
が
、
不
動
産
取
引
に

第６６回日司連定時総会

２００５．６．２３～２４ 千葉・東京ベイホテル東急
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ど
の
よ
う
な
変
化
を
も
た
ら
す
か
注

意
深
く
観
察
し
、
あ
る
い
は
情
報
収

集
を
積
極
的
に
行
い
な
が
ら
専
門
家

と
し
て
の
責
任
を
果
た
す
。

司
法
書
士
に
対
し
て
、
新
た
な
権

限
が
付
与
さ
れ
た
。
簡
易
裁
判
に
お

け
る
少
額
債
権
の
執
行
手
続
代
理
権
、

簡
易
裁
判
所
に
お
い
て
自
ら
関
与
し

た
事
件
の
上
訴
代
理
権
、
仲
裁
手
続

に
関
す
る
代
理
権
、
さ
ら
に
は
土
地

境
界
確
定
に
お
け
る
代
理
権
で
あ
る
。

い
ず
れ
も
国
民
の
身
近
な
司
法
書
士

に
対
す
る
信
頼
こ
そ
が
そ
の
基
礎
に

あ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
評
価
に

対
し
て
深
く
感
謝
す
る
と
と
も
に
与

え
ら
れ
た
新
権
限
の
適
正
か
つ
十
分

な
行
使
と
誠
実
な
執
務
姿
勢
に
よ
り

さ
ら
な
る
信
頼
関
係
を
目
指
し
て
行

き
た
い
。

日
本
の
法
制
度
の
現
代
語
化
と
改

廃
が
積
極
的
に
行
わ
れ
つ
つ
あ
る
。

来
年
四
月
に
予
定
さ
れ
て
い
る
商
法

の
改
正
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の

商
法
改
正
に
よ
っ
て
わ
が
国
の
会
社

制
度
に
抜
本
的
な
変
革
を
も
た
ら
す

こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
私
た
ち

司
法
書
士
は
特
に
中
小
あ
る
い
は
零

細
的
な
会
社
に
お
い
て
法
的
ア
ド
バ

イ
ザ
ー
に
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て

い
る
。
司
法
書
士
が
国
民
に
信
頼
さ

れ
る
資
格
者
と
し
て
、
従
来
の
業
務

に
対
応
し
て
い
く
と
と
も
に
、
新
し

い
分
野
で
着
実
に
実
績
を
積
み
上
げ

て
い
く
こ
と
が
最
も
必
要
と
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
組
織
の
研

修
制
度
の
充
実
を
図
る
こ
と
は
も
と

よ
り
、
司
法
書
士
個
人
個
人
が
自
己

の
研
鑚
を
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

さ
ら
に
国
民
の
目
線
に
立
っ
て
執
務

を
行
っ
て
い
く
こ
と
が
最
も
大
切
と

確
信
す
る
。

＊

多
数
臨
席
を
得
た
来
賓
の
方
々
の

中
か
ら
、
最
初
に
樋
渡
利
秋
法
務
事

務
次
官
が
南
野
知
惠
子
法
務
大
臣
の

祝
辞
を
代
理
で
述
べ
ら
れ
た
。
要
旨

は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

今
通
常
国
会
に
お
い
て
不
動
産
登

記
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
が

成
立
し
た
。
こ
れ
は
土
地
の
筆
界
の

迅
速
か
つ
適
正
な
特
定
を
図
り
、
筆

界
を
め
ぐ
る
紛
争
の
解
決
に
資
す
る

た
め
、
土
地
の
所
有
権
登
記
名
義
人

等
の
申
請
に
基
づ
き
登
記
官
が
筆
界

を
特
定
す
る
制
度
を
創
設
す
る
こ
と

等
が
内
容
で
あ
る
。

こ
の
法
改
正
に
よ
り
司
法
書
士
法

の
一
部
が
改
正
さ
れ
、
筆
界
特
定
の

手
続
の
代
理
権
限
や
仲
裁
手
続
に
つ

い
て
の
代
理
権
限
も
新
た
に
認
め
ら

れ
る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
本
年
三

月
七
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
新
不
動
産

登
記
法
に
お
い
て
は
、
資
格
者
代
理

人
に
よ
る
本
人
確
認
情
報
の
提
供
制

度
や
登
記
原
因
証
明
情
報
の
必
須
化

等
、
登
記
の
正
確
性
を
確
保
す
る
た

め
、
様
々
な
制
度
が
導
入
さ
れ
て
い

る
。こ

れ
ら
の
新
制
度
が
円
滑
に
運
用

さ
れ
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ま
で
登
記

に
関
す
る
手
続
の
代
理
を
業
と
し
、

そ
の
適
正
か
つ
円
滑
な
実
施
に
寄
与

さ
れ
て
き
た
司
法
書
士
の
理
解
と
協

力
が
不
可
欠
で
あ
る
。

司
法
書
士
に
は
、
新
た
な
業
務
の

み
な
ら
ず
、
従
来
か
ら
の
業
務
に
も

着
実
に
実
績
を
積
み
重
ね
、
国
民
の

期
待
に
応
え
る
こ
と
に
よ
り
、
司
法

書
士
制
度
が
更
に
充
実
発
展
す
る
よ

う
、
な
お
一
層
の
努
力
を
お
願
い
し

た
い
。

＊

高
橋
利
文
最
高
裁
判
所
事
務
総
局

民
事
局
長
か
ら
の
祝
辞
の
要
旨
は
次

の
と
お
り
で
あ
る
。

昨
年
四
月
に
民
事
訴
訟
法
等
が
改

正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
簡
易
裁
判

所
は
そ
の
事
物
管
轄
が
拡
大
さ
れ
、

少
額
訴
訟
手
続
の
上
限
が
引
き
上
げ

ら
れ
、
従
来
に
も
増
し
て
、
多
種
多

様
な
事
件
が
提
起
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
ま
た
、
本
年
四
月
か
ら
は
少

額
訴
訟
債
権
執
行
制
度
が
施
行
さ
れ

る
な
ど
、
簡
易
裁
判
所
は
、
国
民
に

最
も
身
近
な
裁
判
所
と
し
て
、
そ
の

機
能
の
充
実
が
一
層
期
待
さ
れ
て
い

る
。こ

の
よ
う
な
中
で
、
一
昨
年
、
司

法
書
士
に
簡
易
裁
判
所
で
の
訴
訟
代

理
権
が
認
め
ら
れ
、
今
国
会
で
は
、

６４
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定
司
法
書
士
が
関
与
し
た
訴
訟
に

つ
い
て
上
訴
提
起
の
代
理
権
を
認
め

る
司
法
書
士
法
の
改
正
が
行
わ
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
。

本
年
二
月
に
は
、
第
四
回
目
の
司

法
書
士
特
別
研
修
が
終
了
し
、
認
定

司
法
書
士
の
数
は
八
八
〇
〇
名
に
達

し
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
。

簡
易
裁
判
所
の
関
係
者
か
ら
、
認

定
司
法
書
士
の
熱
心
な
訴
訟
活
動
の

状
況
等
を
聞
い
て
い
る
が
、
簡
易
裁

判
所
に
お
け
る
訴
訟
活
動
と
い
う
、

新
た
に
司
法
書
士
に
認
め
ら
れ
た
法

的
役
割
が
、
国
民
か
ら
評
価
さ
れ
る

た
め
に
は
、
今
後
と
も
、
認
定
司
法

書
士
が
適
正
か
つ
充
実
し
た
訴
訟
活

動
を
日
々
実
践
し
、
そ
の
実
績
を
積

み
重
ね
て
い
く
こ
と
が
大
変
重
要
で

あ
る
。

裁
判
所
と
し
て
は
、
今
後
も
司
法

書
士
特
別
研
修
に
協
力
し
て
い
く
と

と
も
に
、
認
定
司
法
書
士
の
訴
訟
活

動
を
期
待
し
な
が
ら
見
守
っ
て
い
き

た
い
。

＊

こ
の
ほ
か
、
法
務
大
臣
の
表
彰
状

の
授
与
式
が
、
法
務
省
に
よ
っ
て
執

り
行
わ
れ
た
。
本
年
度
の
受
賞
会
員

式典・来賓ご出席者（敬称略
順不同）

法 務 副 大 臣 滝 実

法務大臣政務官 富田 茂之

法 務 事 務 次 官 樋渡 利秋

法務省民事局長 寺田 逸郎

最 高 裁 判 所
事務総局総務局長 園尾 隆司

最 高 裁 判 所
事務総局民事局長 高橋 利文

東京地方裁判所
民 事 所 長 代 行 大橋 寛明

東京家庭裁判所所長 細川 清

大韓法務士協會協會長 朴 敬鎬

日本弁護士連合会
副 会 長 益田 哲夫

日本公証人連合会
常 務 理 事 泉川 健一

日本公認会計士協会
総 務 局 長 星野 明一

日本土地家屋調査士会
連合会専務理事 牧野 巌

日本弁理士会調査室長 仁平 孝

全国社会保険労務士会連合会
会 長 大槻 哲也

日本社会 福 祉 士 会
企 画 課 長 小幡 秀夫

財団法人法律扶助協会
事 務 局 長 大石 哲夫

預金保険機構理事長 永田 俊一

財団法人民事法務協会
副 会 長 鈴木 健一

日本不動産鑑定協会
会 長 横須賀 博

社団法人全国消費生活
相談員協会理事長

下谷内冨士子

財団法人不動産適正取引推進機構
調査研究部調査役 下坂誠四郎

新日本製鐵株式会社
常 任 顧 問 西川 元啓

衆 議 院 議 員 漆原 良夫

〃 鹿野 道彦

衆 議 院 議 員 佐々木秀典

〃 塩崎 恭久

〃 白保 台一

〃 中野 寛成

参 議 院 議 員 魚住裕一郎

〃 風間 昶

〃 竹山 裕

〃 千葉 景子

〃 若林 正俊

早稲田大学名誉教授 篠塚 昭次

平成国際大学助教授 中村 昌美

株式会社石井鐵工所
代表取締役社長 石井 宏治

司 法 研 修 所
第一部上席教官 加藤新太郎

日司連顧問税理士 清原 輝茂

有限責任中間法人
商業登記倶楽部主宰者 神�満治郎

弁 護 士 高山 俊吉

ＵＦＪ信託銀行株式会社
常 務 執 行 役 員 中西 敏和

社団法人商事法務研究会
専 務 理 事 相澤 幸雄

三井不動産販売株式 会 社
コンプライアンス部担当部長 藤田 直行

社団法人民事法情報センター
理 事 松尾 英夫

社団法人成年後見センター・
リーガルサポート理事長 大貫 正男

日本司法書士政治連盟
会 長 田嶋 規由

全国公共嘱託登記司法
書士協会協議会会長 家高 博敏

司法書士国民年金基金
理 事 長 本島 美彦

全国青年司法書士協議会
会 長 小澤 吉徳
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二
三
名
に
対
し
て
、
樋
渡
利
秋
法
務

事
務
次
官
か
ら
表
彰
状
が
授
与
さ
れ

た
。【

本
会
議
】

セ
レ
モ
ニ
ー
終
了
後
、
本
会
議
に

あ
た
り
総
会
は
議
長
に
木
村
一
美
代

議
員
（
神
奈
川
県
会
）
を
選
出
し
た
。

議
長
は
総
会
が
二
五
一
名
の
出
席
を

得
て
適
法
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
を

告
知
し
、
さ
ら
に
総
会
の
承
認
を
得

て
副
議
長
に
鈴
木
誠
一
代
議
員
（
愛

知
県
会
）
を
指
名
し
た
。

本
定
時
総
会
で
は
、
執
行
部
報
告

一
件
、
提
案
議
案
三
二
件
及
び
組
織

員
議
案
五
件
に
つ
い
て
審
議
さ
れ
た
。

審
議
を
始
め
る
に
あ
た
り
網
倉
義
久

議
事
運
営
委
員
長
（
山
梨
県
会
）
よ

り
、
本
年
も
集
中
審
議
方
式
に
よ
る

質
疑
を
行
い
、
テ
ー
マ
ご
と
の
質
問

に
対
し
一
括
答
弁
と
す
る
旨
が
報
告

さ
れ
た
。設
定
さ
れ
た
テ
ー
マ
は�
登

記
制
度
��
司
法
制
度
（
簡
裁
代
理
、

Ａ
Ｄ
Ｒ
、
司
法
書
士
総
合
相
談
セ
ン

タ
ー
等
）��
司
法
書
士
制
度
（
自
治
、

倫
理
、
養
成
、
将
来
像
等
）��
改
正

会
社
法
��
研
修
制
度
��
広
報
事

業
��
そ
の
他
の
事
業
（
成
年
後
見
、

社
会
活
動
）��
予
算
・
決
算
��
組

織
・
財
政
改
革
（
会
費
の
あ
り
方
を

含
む
）��
そ
の
他
�
で
あ
る
。

審
議
の
最
初
に
は
議
案
三
二
号
役

員
改
選
の
件
が
上
程
さ
れ
、
審
議
が

行
わ
れ
た
（
詳
細
は
本
誌
七
月
号
№

四
〇
一
に
て
既
報
）。

【
提
案
理
由
説
明
等
】

１

次
に
、
宮
前
専
務
理
事
よ
り
平

成
一
六
年
度
事
業
報
告
が
あ
り
、
そ

の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

同
年
度
は
、
登
記
法
改
正
へ
の
対

応
、
簡
裁
訴
訟
代
理
関
係
業
務
等
の

訴
訟
業
務
の
確
立
、
司
法
制
度
改
革

へ
の
対
応
、
新
領
域
に
関
す
る
職
務

へ
の
対
応
の
四
本
柱
を
中
心
に
事
業

執
行
を
し
た
。

�

登
記
法
改
正
へ
の
対
応

一
〇
五
年
ぶ
り
の
抜
本
改
正
と
な

っ
た
と
な
っ
た
新
不
動
産
登
記
法
案

が
国
会
上
程
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、

実
務
上
の
疑
問
点
の
抽
出
を
行
い
、

所
管
庁
の
担
当
官
と
の
協
議
を
重
ね
、

司
法
書
士
界
の
要
望
が
概
ね
盛
り
込

ま
れ
た
法
改
正
と
な
っ
た
。
ま
た
、

そ
の
後
の
政
省
令
へ
の
改
正
作
業
に

も
司
法
書
士
界
の
意
見
を
反
映
さ
せ

る
べ
く
、
制
度
部
分
と
シ
ス
テ
ム
部

分
の
検
討
を
行
い
担
当
官
と
の
協
議

を
行
っ
た
。
新
不
動
産
登
記
法
で
は
、

登
記
原
因
証
明
情
報
の
必
要
的
提
供
、

登
記
済
証
に
代
わ
る
登
記
識
別
情
報

制
度
、
資
格
者
代
理
人
に
よ
る
本
人

確
認
情
報
の
提
供
制
度
が
規
定
さ
れ

司
法
書
士
の
登
記
実
務
も
大
き
く
変

容
す
る
。
そ
こ
で
、
登
記
原
因
証
明

情
報
及
び
本
人
確
認
報
告
書
の
モ
デ

ル
を
作
成
し
た
。
特
に
、
本
人
確
認

情
報
の
モ
デ
ル
の
作
成
に
お
い
て
は
、

面
談
原
則
の
重
要
性
を
確
認
す
る
と

と
も
に
本
人
性
の
確
認
が
ど
こ
ま
で

必
要
な
の
か
、
遠
隔
地
に
お
け
る
確

認
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
、
申
請
者
が

法
人
で
あ
る
場
合
の
業
務
権
限
者
は

誰
で
あ
る
の
か
、
そ
し
て
依
頼
人
の

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
配
慮
も
踏
ま
え
た
。

作
成
し
た
モ
デ
ル
に
つ
い
て
所
管
庁

と
の
協
議
を
重
ね
、
登
記
原
因
証
明

情
報
モ
デ
ル
に
つ
い
て
は
、
必
要
最

低
限
の
三
一
事
例
に
取
り
ま
と
め
、

�
新
不
動
産
登
記
実
務
便
覧
（
暫
定

版
）�
を
全
会
員
に
配
布
し
た
。
ま

た
、
新
不
動
産
登
記
法
に
つ
い
て
、

実
務
へ
の
参
考
に
供
す
る
た
め
、
会

長
会
に
お
け
る
資
料
作
成
や
Ｑ
＆
Ａ

の
作
成
を
行
い
、
各
司
法
書
士
会
や

ブ
ロ
ッ
ク
会
の
要
請
に
よ
り
講
師
を

派
遣
し
た
。
さ
ら
に
、
金
融
業
界
、

不
動
産
業
界
に
対
し
て
も
説
明
及
び

意
見
交
換
を
行
っ
た
。

商
業
登
記
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
へ
の

業
務
対
応
は
、
商
業
法
人
登
記
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
に
お
い
て
、
規
則

及
び
通
達
を
精
査
し
、
所
管
庁
担
当

官
と
意
見
交
換
を
行
っ
た
。
そ
し
て
、

オ
ン
ラ
イ
ン
化
の
基
盤
整
備
事
業
、

研
修
会
の
開
催
等
を
行
っ
た
。

�

簡
裁
訴
訟
代
理
関
係
業
務
等
の

訴
訟
業
務
の
確
立

い
わ
ゆ
る
認
定
司
法
書
士
を
サ
ポ

ー
ト
す
る
た
め
や
、
ス
キ
ル
ア
ッ
プ

６６



を
狙
っ
た
研
修
の
実
施
や
法
律
相
談

活
動
の
拡
充
に
関
す
る
事
業
、
そ
し

て
日
弁
連
と
の
協
議
を
行
っ
た
。
ま

た
、
い
わ
ゆ
る
提
携
司
法
書
士
問
題

に
対
す
る
措
置
を
行
っ
た
。

�

司
法
制
度
改
革
へ
の
対
応

い
わ
ゆ
る
司
法
ネ
ッ
ト
構
想
へ
の

対
応
、
司
法
書
士
Ａ
Ｄ
Ｒ
機
関
設
置

の
た
め
の
諸
施
策
の
実
施
、
司
法
書

士
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー
構
想
へ
の
検

討
及
び
構
築
の
た
め
の
諸
施
策
の
実

施
を
目
的
と
し
て
司
法
制
度
対
策
本

部
を
設
置
し
対
応
し
た
。

�

新
領
域
に
関
す
る
職
務
へ
の
対

応
成
年
後
見
制
度
の
普
及
や
、
動

産
・
債
権
担
保
法
制
へ
の
対
応
、
会

社
法
務
へ
の
取
組
み
、
規
制
改
革
そ

し
て
、
司
法
書
士
法
改
正
へ
の
対
応

を
行
っ
て
き
た
。
特
に
規
制
改
革
に

対
す
る
経
済
界
の
ア
イ
デ
ア
に
は
私

た
ち
の
想
像
を
超
え
た
も
の
が
あ
り
、

そ
れ
に
対
応
す
る
た
め
に
は
早
期
の

情
報
収
集
が
鍵
と
な
る
。

２

続
い
て
、
佐
藤
常
任
理
事
よ
り

議
案
第
一
号
よ
り
九
号
（
平
成
一
六

年
度
収
支
決
算
）
の
議
案
説
明
が
あ

り
、
光
木
常
任
理
事
よ
り
一
〇
号
か

ら
一
二
号
ま
で
（
会
則
改
正
）
の
議

案
に
つ
い
て
、
そ
し
て
、
金
木
常
任

理
事
よ
り
平
成
一
七
年
度
事
業
計
画

案
に
つ
い
て
提
案
説
明
が
あ
っ
た
。

司
法
制
度
改
革
関
連
の
法
律
は
、

国
民
に
身
近
な
司
法
制
度
の
実
現
、

と
り
わ
け
司
法
ア
ク
セ
ス
の
確
保
を

目
的
と
し
た
も
の
が
多
く
、
国
民
に

身
近
な
法
律
家
を
目
指
し
て
き
た
司

法
書
士
が
果
た
す
べ
く
責
務
も
大
き

い
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
平
成
一

七
年
度
の
事
業
は
、
登
記
制
度
へ
の

対
応
、
司
法
制
度
改
革
へ
の
対
応
、

国
民
の
た
め
の
司
法
書
士
制
度
の
確

立
、
専
門
職
能
活
用
に
向
け
た
対
応
、

業
務
電
子
化
等
へ
の
対
応
を
五
本
柱

と
し
た
事
業
計
画
で
あ
る
と
の
説
明

が
あ
っ
た
（
詳
細
に
つ
い
て
は
、
本

誌
六
月
号
№
四
〇
〇
参
照
）。

そ
の
後
、
平
成
一
七
年
度
収
支
予

算
案
の
説
明
が
あ
り
、
以
上
の
執
行

部
に
よ
る
議
案
の
ほ
か
、
組
織
員
か

ら
五
件
の
議
案
が
提
案
さ
れ
た
。

【
質
疑
・
答
弁
】

提
案
理
由
説
明
に
続
き
、
そ
れ
ぞ

れ
の
テ
ー
マ
に
沿
っ
た
質
疑
が
展
開

さ
れ
た
。

＊
登
記
制
度

不
動
産
登
記
法
改
正
に
対
す
る
今

後
の
日
司
連
の
組
織
的
対
策
に
関
す

る
質
疑
が
多
く
出
さ
れ
た
。
執
行
部

に
よ
る
答
弁
は
次
の
と
お
り
。
改
正

後
、
各
登
記
所
で
取
り
扱
い
に
違
い

が
あ
る
な
ど
オ
ン
ラ
イ
ン
指
定
庁
で

は
多
く
の
問
題
点
が
あ
り
、
日
司
連

と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
問
題
点
に
対

し
て
調
査
を
す
べ
き
と
の
質
疑
に
つ

い
て
、
執
行
部
は
、
日
司
連
ネ
ッ
ト

等
を
用
い
て
、
調
査
を
行
っ
て
い
く

と
の
答
弁
が
な
さ
れ
た
。
ま
た
、
日

司
連
で
は
、
会
員
・
利
用
者
で
あ
る

国
民
に
対
し
、
今
後
ど
の
よ
う
に
提

言
を
行
い
、
ど
の
よ
う
な
指
導
的
役

割
を
担
っ
て
い
く
の
か
、
ま
た
、
そ

れ
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
事
業
計
画

や
戦
略
と
い
っ
た
も
の
は
あ
る
の
か

と
の
質
疑
に
対
し
、
執
行
部
は
、
次

の
よ
う
に
答
弁
し
た
。
こ
れ
ま
で
日

司
連
は
新
法
対
応
の
実
務
面
を
中
心

に
検
討
を
続
け
て
き
た
が
、
今
後
は

不
動
産
取
引
制
度
そ
の
も
の
の
変
容

が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

そ
れ
は
、
司
法
書
士
が
売
買
や
金
銭

消
費
貸
借
の
契
約
段
階
か
ら
介
入
し

て
い
く
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
取

引
制
度
そ
の
も
の
に
関
す
る
検
討
を

進
め
て
い
る
。
ま
た
、
一
部
の
司
法

書
士
会
に
お
い
て
、
新
法
の
施
行
に

よ
り
、
退
会
す
る
会
員
が
増
加
し
た

こ
と
に
対
す
る
日
司
連
の
対
応
に
関

し
て
は
、
技
術
に
つ
い
て
い
け
な
い

の
は
基
本
的
に
は
個
々
の
問
題
で
あ

り
、
一
定
レ
ベ
ル
を
保
つ
た
め
の
研

修
は
こ
れ
ま
で
行
っ
て
き
た
。
今
後

オ
ン
ラ
イ
ン
指
定
庁
が
増
加
す
る
の

に
伴
っ
て
、
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
の
ト

レ
ー
ニ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
の
導
入
を
検

討
し
て
い
る
。

＊
司
法
制
度

司
法
制
度
に
関
し
て
は
、
①
簡
裁

代
理
に
関
し
、評
価
さ
れ
る
べ
き�
司
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法
書
士
の
実
績
�
に
関
す
る
指
標
に

つ
い
て
、
②
企
業
法
務
に
つ
い
て
、

③
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
、
Ａ
Ｄ

Ｒ
等
に
お
け
る
日
司
連
の
取
り
組
み

に
つ
い
て
質
疑
が
さ
れ
た
。
執
行
部

の
答
弁
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
司
法
書
士
制
度
の
実
績
の
評
価
は
、

簡
易
裁
判
所
の
訴
訟
代
理
件
数
の
み

に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
と
は
考
え
て

い
な
い
。
訴
訟
代
理
人
の
資
質
も
重

要
な
要
素
で
あ
り
、
ま
た
Ａ
Ｄ
Ｒ
等

の
新
組
織
の
利
用
頻
度
も
斟
酌
す
べ

き
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
総
合
的
に
判

断
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
ま
た
、

司
法
書
士
の
訴
訟
代
理
件
数
も
重
要

な
要
素
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で

あ
る
が
、
各
司
法
書
士
会
で
行
わ
れ

て
い
る
継
続
し
た
法
律
相
談
等
に
よ

っ
て
、
簡
易
裁
判
所
の
訴
訟
代
理
件

数
に
つ
な
が
る
と
考
え
て
い
る
。
②

企
業
法
務
に
つ
い
て
は
、
司
法
書
士

総
合
相
談
セ
ン
タ
ー
の
一
つ
と
し
て
、

会
社
法
の
窓
口
を
設
け
る
こ
と
で
対

応
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
る
。
会
社

法
改
正
を
契
機
に
、
日
司
連
と
し
て

も
積
極
的
に
企
業
法
務
に
関
与
し
て

い
く
意
向
で
あ
る
。
な
お
、
す
で
に

�
会
社
法
に
関
す
る
出
張
講
演
マ
ニ

ュ
ア
ル
�
を
作
成
し
、
各
司
法
書
士

会
へ
配
布
し
て
い
る
の
で
積
極
的
に

活
用
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
③
日
本

司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
及
び
Ａ
Ｄ
Ｒ
等

の
新
た
な
組
織
に
つ
い
て
は
、
制
度

設
計
の
最
初
の
部
分
か
ら
提
言
を
行

っ
て
い
く
。

＊
司
法
書
士
制
度

職
域
が
拡
大
す
る
中
で
司
法
書
士

の
将
来
像
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か

と
の
質
疑
に
対
し
、
執
行
部
は
す
で

に
�
司
法
書
士
の
将
来
像
�（
司
法

書
士
総
合
研
究
所
司
法
書
士
制
度
研

究
部
会
答
申
）
の
中
で
、
司
法
書
士

の
将
来
像
の
検
討
の
た
め
の
論
点
を

提
示
し
て
お
り
、
今
後
、
こ
れ
を
基

本
に
論
議
を
深
め
て
ほ
し
い
と
の
答

弁
が
あ
っ
た
。

日
司
連
と
日
本
司
法
書
士
政
治
連

盟
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の

か
と
の
質
疑
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
に

対
し
執
行
部
は
日
司
連
と
日
司
政
連

と
は
車
の
両
輪
の
関
係
で
あ
り
、
そ

の
た
め
定
期
的
に
協
議
会
を
設
け
て

い
る
、
ま
た
、
様
々
な
法
改
正
が
あ

る
中
、
密
接
な
協
議
を
行
っ
て
い
る

と
の
答
弁
が
あ
っ
た
。

現
在
の
法
務
局
ご
と
一
司
法
書
士

会
と
い
う
制
度
を
改
め
て
、
一
法
務

局
に
複
数
の
司
法
書
士
会
又
は
複
数

の
法
務
局
に
一
司
法
書
士
会
と
す
る

考
え
は
あ
る
か
と
の
質
疑
が
な
さ
れ

た
。
執
行
部
の
答
弁
は
、
現
在
の
と

こ
ろ
は
そ
の
よ
う
な
考
え
は
な
い
と

の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
特
に

地
方
の
小
規
模
会
に
お
け
る
人
的
・

資
金
的
限
界
は
深
刻
な
問
題
で
あ
る
。

こ
の
問
題
を
考
え
る
に
、
複
数
の
司

法
書
士
会
に
よ
る
共
同
事
業
、
さ
ら

に
は
複
数
の
司
法
書
士
会
の
合
併
と

い
う
こ
と
は
将
来
的
に
問
題
に
な
る

の
で
は
な
い
か
、
と
の
観
測
を
示
し

た
。現

在
の
�
日
本
司
法
書
士
会
連
合

会
�
と
い
う
各
司
法
書
士
会
の
連
合

体
と
い
う
構
成
か
ら
、
司
法
書
士
の

全
国
団
体
と
し
て
�
日
本
司
法
書
士

連
合
会
�
と
組
織
を
見
直
す
可
能
性

に
つ
い
て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
そ
の

よ
う
な
考
え
は
な
い
こ
と
を
明
ら
か

に
し
た
。

一
部
の
補
助
者
が
�
司
法
書
士
有

資
格
者
�
と
の
肩
書
き
を
使
用
し
て

い
る
問
題
に
つ
い
て
は
、市
民
が�
司

法
書
士
�
と
混
同
す
る
原
因
と
な
る

も
の
で
あ
り
、
使
用
は
許
さ
れ
る
べ

き
で
は
な
い
と
の
考
え
を
示
し
た
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
肩
書
き
の
使
用

を
認
め
て
い
る
本
職
は
も
と
よ
り
、

司
法
書
士
と
な
る
資
格
を
も
つ
補
助

者
も
�
法
律
家
�
と
し
て
、
私
た
ち

自
身
の
法
に
あ
る
罰
則
規
定
も
伴
っ

た
禁
止
条
項
の
趣
旨
、
要
件
は
何
か

と
い
う
こ
と
を
よ
く
考
え
て
ほ
し
い

旨
を
述
べ
た
。

定
款
作
成
代
理
権
を
司
法
書
士
に

も
付
与
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
要

望
が
挙
げ
ら
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
執

行
部
は
、
昭
和
二
九
年
通
達
に
よ
り
、

現
在
も
司
法
書
士
に
定
款
作
成
代
理

の
権
限
は
な
い
も
の
と
扱
わ
れ
て
い

る
が
、
現
在
法
務
省
に
対
し
こ
の
先

６８



例
の
廃
止
の
申
し
入
れ
を
し
て
い
る

旨
答
弁
し
た
。
ま
た
、
電
子
定
款
の

認
証
に
つ
い
て
一
部
公
証
役
場
で
は

司
法
書
士
に
よ
る
扱
い
を
認
め
て
い

な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
な

扱
い
に
つ
い
て
日
司
連
と
し
て
抗
議

を
し
て
い
る
旨
報
告
し
た
。

＊
改
正
会
社
法

会
社
法
に
先
行
し
て
施
行
さ
れ
る

有
限
責
任
事
業
組
合
（
い
わ
ゆ
る
日

本
版
Ｌ
Ｌ
Ｐ
）
に
つ
い
て
会
員
に
ほ

と
ん
ど
情
報
が
流
れ
て
こ
な
い
と
の

発
言
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
課
税
の
問

題
で
経
済
産
業
省
主
導
で
創
設
さ
れ

た
制
度
で
あ
る
が
、�
月
報
司
法
書

士
�（
本
誌
七
月
号
№
四
〇
一
）
に

お
い
て
解
説
が
掲
載
さ
れ
る
旨
答
弁

し
た
。
た
だ
し
、
未
だ
に
政
省
令
が

明
ら
か
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
登
記
に

つ
い
て
は
ま
だ
不
明
な
こ
と
が
多
い

と
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
司
法
書

士
自
体
が
こ
の
制
度
を
使
う
こ
と
が

で
き
る
か
に
つ
い
て
は
、
有
限
責
任

と
い
う
問
題
が
あ
り
、
否
定
的
な
見

解
を
示
し
た
。

＊
研
修
制
度

司
法
書
士
特
別
研
修
に
お
け
る
日

司
連
と
ブ
ロ
ッ
ク
会
・
司
法
書
士
会

と
の
役
割
分
担
に
つ
い
て
質
疑
が
な

さ
れ
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
今
年
度

の
特
別
研
修
は
日
司
連
が
主
体
と
な

っ
て
運
営
し
た
と
い
う
も
の
の
実
際

に
は
か
な
り
の
部
分
で
ブ
ロ
ッ
ク

会
・
司
法
書
士
会
に
し
わ
寄
せ
が
い

っ
て
し
ま
っ
た
。
次
回
か
ら
は
連
携

を
密
に
と
っ
て
適
切
な
役
割
分
担
を

し
て
い
き
た
い
。
予
算
措
置
も
原
則

と
し
て
日
司
連
負
担
が
前
提
と
考
え

て
い
る
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
た
。
ま

た
、
特
別
研
修
の
受
講
希
望
者
が
多

数
の
た
め
一
部
の
ブ
ロ
ッ
ク
会
で
は

受
講
で
き
な
い
者
が
い
た
こ
と
に
つ

い
て
は
、
裁
判
所
の
受
け
入
れ
な
ど

を
考
え
る
と
大
幅
な
増
員
は
難
し
い

が
次
回
は
一
〇
〇
名
増
程
度
の
こ
と

は
考
え
て
い
る
と
の
答
弁
が
あ
っ
た
。

新
人
司
法
書
士
の
登
録
時
に
お
け
る

各
種
研
修
の
経
済
的
負
担
を
軽
減
す

る
対
策
に
つ
い
て
は
、
資
金
貸
与
や

奨
学
金
の
創
設
な
ど
が
考
え
ら
れ
る

が
与
信
が
困
難
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、

基
金
設
立
に
は
莫
大
な
資
金
が
必
要

で
あ
る
な
ど
決
め
手
を
欠
く
の
が
現

状
で
あ
る
。
研
修
期
間
の
短
縮
（
二

週
間
か
ら
一
週
間
へ
）
に
よ
る
費
用

節
減
も
教
育
効
果
を
考
え
る
と
こ
れ

以
上
の
短
縮
は
難
し
い
。
し
か
し
な

が
ら
金
銭
的
な
理
由
で
研
修
を
受
講

で
き
な
い
事
態
は
な
ん
と
し
て
も
避

け
る
べ
き
な
の
で
今
後
と
も
対
応
策

を
十
分
に
考
え
て
い
く
。

＊
広
報
事
業

司
法
書
士
制
度
の
外
部
広
報
の
具

体
的
な
中
身
と
し
て
ど
の
よ
う
な
も

の
を
考
え
て
い
る
の
か
と
の
質
疑
に

対
し
、
ポ
ス
タ
ー
や
小
冊
子
等
に
お

け
る
広
報
だ
け
で
な
く
テ
レ
ビ
・
ラ

ジ
オ
な
ど
の
電
波
媒
体
の
有
効
利
用

を
考
え
て
い
る
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
情
報
番

組
に
出
演
す
る
こ
と
も
検
討
中
で
あ

る
が
雑
誌
等
も
含
め
マ
ス
コ
ミ
へ
の

露
出
度
を
費
用
対
効
果
を
勘
案
し
な

が
ら
進
め
て
い
く
と
の
答
弁
が
あ
っ

た
。
ま
た
、
各
司
法
書
士
会
の
広
報

担
当
者
を
集
め
情
報
交
換
や
戦
略
を

話
し
合
う
会
議
を
開
催
す
る
予
定
は

な
い
の
か
と
の
質
疑
に
関
し
て
は
、

現
状
で
は
費
用
を
考
え
る
と
難
し
い
。

日
司
連
と
司
法
書
士
会
と
は
制
度
の

外
部
広
報
の
中
身
で
共
通
す
る
と
こ

ろ
も
あ
る
が
違
う
点
も
あ
る
。
そ
れ

ぞ
れ
の
役
割
・
目
的
に
応
じ
て
効
果

的
に
制
度
広
報
を
や
っ
て
い
き
た
い

と
の
答
弁
が
あ
っ
た
。

＊
そ
の
他
の
事
業

日
司
連
は
�
人
権
�
を
い
か
な
る

意
味
で
使
用
し
て
い
る
の
か
と
の
質

疑
に
対
し
、
日
司
連
で
は
人
権
の
定

義
は
し
て
い
な
い
が
私
た
ち
の
身
近

に
あ
る
�
人
が
人
と
し
て
生
き
る
�

感
覚
を
法
律
家
と
し
て
尊
重
す
る
こ

と
は
論
を
俟
た
な
い
。
昨
年
実
施
し

た
人
権
に
つ
い
て
の
司
法
書
士
会
ア

ン
ケ
ー
ト
は
人
権
に
つ
い
て
の
意
識

を
知
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
人
権
の

定
義
づ
け
を
す
る
た
め
に
行
っ
た
も

の
で
は
な
い
と
の
答
弁
が
あ
っ
た
。

次
に
、
公
益
的
活
動
（
プ
ロ
ボ
ノ
活

動
）
に
対
す
る
取
り
組
み
を
ど
の
よ

う
に
考
え
て
い
る
の
か
と
の
質
疑
に
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関
し
て
は
、
委
員
会
で
は
三
年
間
か

け
て
プ
ロ
ボ
ノ
の
言
葉
の
意
味
か
ら

始
ま
っ
て
そ
の
内
容
や
意
義
を
考
え

そ
の
こ
と
を
会
員
に
周
知
し
て
き
た
。

プ
ロ
ボ
ノ
活
動
の
重
要
性
は
今
後
も

継
続
的
に
訴
え
て
い
く
べ
き
で
あ
る

が
、
プ
ロ
ボ
ノ
活
動
の
実
施
そ
の
も

の
を
義
務
化
し
て
い
く
つ
も
り
は
な

い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
・
分
野
で
自

発
的
に
地
道
な
活
動
を
続
け
て
行
っ

て
ほ
し
い
。
そ
の
サ
ポ
ー
ト
を
し
て

い
く
の
が
日
司
連
の
仕
事
で
あ
る
と

答
弁
し
た
。

＊
予
算
・
決
算

基
盤
整
備
事
業
特
別
会
計
へ
の
質

疑
に
対
し
執
行
部
は
、
収
支
予
算
書

の
項
目
の
�
そ
の
他
の
基
盤
整
備
事

業
�
に
挙
げ
ら
れ
た
も
の
は
司
法
・

司
法
書
士
制
度
改
革
に
必
要
な
事
業

で
あ
る
の
で
基
盤
制
備
事
業
特
別
会

計
で
運
用
で
き
る
も
の
と
考
え
て
い

る
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
事
業
に
関
連

す
る
支
出
と
し
て
一
般
会
計
か
ら
は

会
議
費
等
通
常
発
生
す
る
諸
経
費
が

計
上
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
基
盤
整

備
特
別
会
計
は
平
成
一
八
年
六
月
を

も
っ
て
終
了
す
る
が
、
基
盤
整
備
の

事
業
内
容
自
体
は
引
き
続
き
行
わ
れ

る
も
の
で
あ
る
の
で
、
単
年
度
で
使

い
切
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
予
算
組

み
は
考
え
て
い
な
い
と
答
弁
し
た
。

次
に
、
監
査
か
ら
の
意
見
へ
の
対
応

に
つ
い
て
は
、
会
議
、
特
に
委
員
会

の
効
率
的
な
設
置
・
開
催
を
求
め
る

監
査
意
見
に
つ
い
て
は
真
摯
に
と
ら

え
、
司
法
書
士
界
を
と
り
ま
く
環
境

に
よ
っ
て
必
要
に
応
じ
た
委
員
会
の

設
置
・
開
催
を
予
定
し
て
い
る
。
ま

た
、
予
算
の
執
行
責
任
を
明
確
に
す

る
た
め
の
チ
ェ
ッ
ク
機
能
の
充
実
を

求
め
る
監
査
意
見
に
つ
い
て
は
、
担

当
者
は
従
来
か
ら
チ
ェ
ッ
ク
機
能
を

果
た
す
よ
う
細
心
の
注
意
を
払
っ
て

行
っ
て
い
る
が
、
今
後
も
な
お
一
層

厳
格
に
取
り
組
み
た
い
と
考
え
て
い

る
と
答
弁
し
た
。

＊
組
織
・
財
政
改
革

組
織
・
財
政
改
革
に
つ
い
て
は
主

に
、
①
ブ
ロ
ッ
ク
会
組
織
の
位
置
づ

け
、
②
日
司
連
役
員
の
常
勤
体
制
、

③
委
員
会
の
整
備
及
び
委
員
会
活
動

の
充
実
化
の
た
め
の
人
材
の
確
保
・

育
成
へ
の
取
り
組
み
、
④
事
件
割
会

費
の
廃
止
な
ど
質
疑
が
あ
っ
た
。
執

行
部
か
ら
の
答
弁
要
旨
は
次
の
と
お

り
。
①
日
司
連
は
組
織
を
大
幅
に
改

革
す
る
時
期
に
き
て
い
る
。
そ
の
際

一
番
最
初
に
着
手
す
べ
き
な
の
は
ブ

ロ
ッ
ク
会
の
明
確
化
と
考
え
て
い
る
。

現
状
で
は
ブ
ロ
ッ
ク
会
の
位
置
づ
け

が
不
明
確
で
あ
る
の
で
、
制
度
整
備

を
早
急
に
行
い
た
い
。
②
常
勤
の
勤

務
体
制
に
つ
い
て
は
通
勤
可
能
性
と

財
政
と
の
兼
ね
合
い
か
ら
考
え
る
必

要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
通
勤
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
会
務
の
運
営
が
難

し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
通
勤
に

つ
い
て
見
直
す
必
要
が
あ
る
か
も
し

れ
な
い
が
、
現
状
は
問
題
な
い
と
認

識
し
て
い
る
。
③
ま
ず
、
委
員
会
活

動
が
現
在
少
な
い
人
員
で
着
実
に
遂

行
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
敬
意
を
表
し

た
い
。
し
か
し
日
司
連
で
は
以
下
の

観
点
で
委
員
会
の
組
成
に
つ
き
改
善

を
加
え
た
い
と
考
え
て
い
る
。
類
似

し
た
性
格
・
目
的
の
も
の
は
整
理
統

合
も
し
く
は
分
割
を
行
い
、
各
委
員

会
に
お
い
て
横
断
的
協
力
体
制
を
も

っ
て
議
論
の
整
合
性
を
図
る
。
ま
た

委
員
会
の
開
催
に
つ
い
て
は
す
べ
て

東
京
で
行
う
の
で
は
な
く
委
員
の
集

ま
り
や
す
い
場
所
で
の
効
率
的
な
開

催
を
考
え
て
い
る
。
委
員
の
定
員
に

つ
い
て
の
規
則
は
�
一
〇
名
以
内
�

と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
規
則
の
見
直

し
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
は
無
制

限
な
拡
大
は
避
け
る
べ
き
と
考
え
る

が
、
十
分
な
議
論
を
重
ね
て
回
答
を

出
し
て
い
き
た
い
。
④
事
件
割
会
費

に
つ
い
て
は
、
現
在
の
司
法
書
士
の

業
務
の
状
況
か
ら
み
れ
ば
時
代
に
そ

ぐ
わ
な
い
も
の
で
あ
り
、
日
司
連
と

し
て
は
早
急
に
脱
却
す
べ
き
も
の
だ

と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
実
際
問

題
と
し
て
、
規
模
の
小
さ
い
司
法
書

士
会
に
お
い
て
は
事
件
割
会
費
が
収

入
の
大
き
な
部
分
を
占
め
て
お
り
、

す
ぐ
に
廃
止
に
踏
み
切
る
余
裕
が
な

い
と
い
う
事
情
も
あ
る
。
こ
の
問
題

も
含
め
て
日
司
連
や
各
司
法
書
士
会
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の
財
政
・
組
織
改
革
を
進
め
、
財
政

の
健
全
化
を
図
っ
て
い
く
必
要
が
あ

る
と
考
え
て
い
る
。

＊
そ
の
他

①
会
長
声
明
の
必
要
性
に
つ
い
て

②
行
政
書
士
（
会
）
に
よ
る
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
使
っ
た
誘
致
行
為
へ
の
対

応
③
日
本
司
法
書
士
史
（
戦
後
編
）

に
つ
い
て
④
司
法
書
士
法
人
の
電
子

認
証
に
関
す
る
質
疑
が
な
さ
れ
た
。

執
行
部
の
答
弁
要
旨
は
、
以
下
の
と

お
り
。
①
今
後
検
討
し
て
い
き
た
い
。

②
現
実
に
業
務
を
行
わ
な
け
れ
ば
非

司
行
為
だ
と
取
り
締
ま
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
③
今
年
度
、
一
万
五
千
円

前
後
の
価
格
で
、
三
〇
〇
〇
部
を
発

行
予
定
。
四
〇
〇
冊
は
関
係
団
体
に

贈
呈
す
る
予
定
で
あ
る
。
④
司
法
書

士
法
人
に
よ
る
電
子
認
証
も
、
法
人

の
名
前
で
申
請
し
、
電
子
認
証
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
。

【
討
論
・
採
決
】

以
上
、
す
べ
て
の
質
疑
・
討
論
が

終
了
し
た
後
、
討
論
終
結
を
宣
言
し

採
決
の
た
め
議
場
が
閉
鎖
さ
れ
、
出

席
人
数
が
確
認
さ
れ
た
。
組
織
員
総

数
二
五
二
名
中
二
四
四
名
（
委
任
状

提
出
一
一
名
）
が
出
席
し
採
決
が
行

わ
れ
た
。

執
行
部
か
ら
の
提
案
議
案
は
す
べ

て
承
認
さ
れ
た
。議
案
第
三
三
号�
出

資
法
の
上
限
金
利
引
き
下
げ
求
め
る

決
議
�、
第
三
四
号
�
日
本
司
法
支

援
セ
ン
タ
ー
構
想
に
つ
き
、
そ
の
基

本
理
念
に
基
づ
い
た
も
の
に
す
る
べ

く
強
く
関
係
機
関
に
働
き
か
け
要
請

す
る
決
議
�、
議
案
第
三
五
号
�
当

番
司
法
書
士
制
度
の
創
設
を
検
討
す

る
こ
と
を
求
め
る
決
議
�、
第
三
六

号
�
法
務
省
に
登
記
情
報
シ
ス
テ
ム

（
不
動
産
登
記
業
務
）
の
改
善
を
要

望
す
る
決
議
�、
第
三
七
号
�
利
息

制
限
法
の
制
限
利
率
引
き
下
げ
を
求

め
る
決
議
�
の
議
案
が
可
決
さ
れ
た
。

（
月
報
発
行
委
員
会
）

法
務
大
臣
表
彰
受
賞
者

（
敬
称
略
・
五
十
音
順
）

安

藤

陽

得
（
愛
知
県
会
）

池

上

博

久
（
長
野
県
会
）

石

部

ふ
み
子
（
滋
賀
県
会
）

上

野

義

治
（
大

阪

会
）

木

元

幸

雄
（
大
分
県
会
）

久

保

均
（
石
川
県
会
）

白

保

英

行
（
沖
縄
県
会
）

菅

野

克

己
（
山
口
県
会
）

園

川

要
（
熊
本
県
会
）

高

橋

十

郎
（
岩
手
県
会
）

武

田

孝

義
（
秋
田
県
会
）

津

野

速

雄
（
高
知
県
会
）

外

山

一

宇
（
新
潟
県
会
）

中

野

耕

作
（
福
井
県
会
）

橋

爪

秀

雄
（
山
梨
県
会
）

藤

木

弘

司
（
東

京

会
）

本

庄

ふ

み
（
滋
賀
県
会
）

松

下

忠
（
札

幌

会
）

森

元

一

夫
（
兵
庫
県
会
）

八

木

義

夫
（
静
岡
県
会
）

山

田

銀
一
郎
（
福
岡
県
会
）

横

田

敏

夫
（
埼

玉

会
）

若

林

正

彦
（
和
歌
山
県
会
）

連
合
会
長
顕
彰
受
賞
者

（
敬
称
略
）

感
謝

司
法
書
士
総
合
研
究
所

比
較
法
研
究
部
客
員
研
究
員

黒

木

三

郎

（
早
稲
田
大
学
名
誉
教
授
）

商
事
法
研
究
部
客
員
委
員

志

村

治

美

（
弁
護
士
）

登
記
情
報
シ
ス
テ
ム
研
究
部
客
員

研
究
員

松

本

恒

雄

（
一
橋
大
学
・
大
学
院
教
授
）

特
別
感
謝

日
司
連
事
務
局
職
員

志

藤

健

史
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第６６回定時総会議案等一覧

報告第１号 平成１６年度事業報告の件

議案第１号 平成１６年度一般会計収支決算報告承認の件

議案第２号 平成１６年度研修事業特別会計収支決算報告承認の件

議案第３号 平成１６年度会館建設等特別会計収支決算報告承認の件

議案第４号 平成１６年度会館管理運営合同会計収支決算報告承認の件

議案第５号 平成１６年度市民救援基金特別会計収支決算報告承認の件

議案第６号 平成１６年度法律扶助特別会計収支決算報告承認の件

議案第７号 平成１６年度司法・司法書士制度改革基盤整備事業特別会計収支決算報告承認の件

議案第８号 平成１６年度日司連認証局運営特別会計収支決算報告承認の件

議案第９号 平成１６年度特別研修事業特別会計収支決算報告承認の件

議案第１０号 司法書士会業務賠償責任保険制度の創設等に伴う連合会会則一部改正案承認の件

議案第１１号 情報開示に関する規定の創設に伴う連合会会則一部改正案承認の件

議案第１２号 司法書士法の改正に伴う連合会会則一部改正案承認の件

議案第１３号 平成１７年度事業計画決定の件

議案第１４号 平成１７年度一般会計収支予算決定の件

議案第１５号 平成１７年度研修事業特別会計収支予算決定の件

議案第１６号 平成１７年度会館建設等特別会計収支予算決定の件

議案第１７号 平成１７年度会館管理運営合同会計収支予算決定の件

議案第１８号 平成１７年度市民救援基金特別会計収支予算決定の件

議案第１９号 平成１７年度法律扶助特別会計収支予算決定の件

議案第２０号 平成１７年度司法・司法書士制度改革基盤整備事業特別会計収支予算決定の件

議案第２１号 平成１７年度日司連認証局運営特別会計収支予算決定の件

議案第２２号 平成１７年度特別研修事業特別会計収支予算決定の件

議案第２３号 平成１８年度一般会計収支暫定予算決定の件

議案第２４号 平成１８年度研修事業特別会計収支暫定予算決定の件

議案第２５号 平成１８年度会館建設等特別会計収支暫定予算決定の件

議案第２６号 平成１８年度会館管理運営合同会計収支暫定予算決定の件

議案第２７号 平成１８年度市民救援基金特別会計収支暫定予算決定の件

議案第２８号 平成１８年度法律扶助特別会計収支暫定予算決定の件

議案第２９号 平成１８年度司法・司法書士制度改革基盤整備事業特別会計収支暫定予算決定の件

議案第３０号 平成１８年度日司連認証局運営特別会計収支暫定予算決定の件

議案第３１号 平成１８年度特別研修事業特別会計収支暫定予算決定の件

議案第３２号 役員改選の件

議案第３３号 出資法の上限金利引き下げを求める決議

議案第３４号 日本司法支援センター構想につき、その基本理念に基づいたものにするべく強く関係機

関に働きかけ要請する決議

議案第３５号 当番司法書士制度の創設を検討することを求める決議

議案第３６号 法務省に登記情報システム（不動産登記業務）の改善を要望する決議

議案第３７号 利息制限法の制限利率引き下げを求める決議
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平成１７年度一般会計収支予算書
（平成１７年４月１日～平成１８年３月３１日）

△は減を示す（単位 千円）

備 考

�
�
（１７，７３５名×３，５００円）×１２月、（１０７法人
×３，５００円）×１２月

�
�
登録（７５０件）、変更の登録（９０件）、登
録事項の変更（１，７５０名）、法人設立等

�
�
特別研修修了証書発行手数料、月報広告
掲載料、会員徽章等頒布品

△は減を示す（単位 千円）

備 考

監査６回

審査請求等

単位会運営支援

増減

４，３２６

△３５

０

１６，３６０

２，４５０

２３，１０１

△７０，４３４

△４７，３３３

増減

３０，９１９

３６，４７３

０

１１，４５６

△１００

△１，１５０

△３，５９０

△２，７７０

△１，２００

△１０，０００

０

△５５，３０４

△４６，７１０

△４８０

△６，１００

△５，９００

０

０

３，７８６

△５，５００

０

△１７，４４８

△４７，３３３

Ｈ１６予算額

７４５，０３８

２４，８２５

１０

０

１４，５２５

７８４，３９８

２２２，６４６

１，００７，０４４

Ｈ１６予算額

４４１，５７２

２４８，５５４

１０，０００

７９，８４４

１，６００

１６，９９６

１１，１９０

４４，２８８

５，１００

２０，０００

４，０００

３６０，５０２

１５３，２２２

２３，２８０

９３，４００

５７，８００

２１，０００

７，５００

４，３００

１５８，４００

４，２００

４２，３７０

１，００７，０４４

％

７８．０８

２．５８

０．００

１．７０

１．７７

８４．１４

１５．８６

１００．００

％

４９．２３

２９．７０

１．０４

９．５１

０．１６

１．６５

０．７９

４．３３

０．４１

１．０４

０．４２

３１．８０

１１．１０

２．３８

９．１０

５．４１

２．２０

０．７８

０．８４

１５．９３

０．４４

２．６０

１００．００

予算額

７４９，３６４

２４，７９０

１０

１６，３６０

１６，９７５

８０７，４９９

１５２，２１２

９５９，７１１

予算額

４７２，４９１

２８５，０２７

１０，０００

９１，３００

１，５００

１５，８４６

７，６００

４１，５１８

３，９００

１０，０００

４，０００

１，８００

３０５，１９８

１０６，５１２

２２，８００

８７，３００

５１，９００

２１，０００

７，５００

８，０８６

１５２，９００

４，２００

２４，９２２

９５９，７１１

（収入の部）

科 目

会 費 収 入

登録等手数料収入

寄 附 金

特定預金取崩収入

雑 収 入

当 期 収 入 合 計

前期繰越収支差額

収 入 合 計

（支出の部）

科 目

Ⅰ 管 理 費

１．人 件 費

２．交 際 費

３．会 議 費

４．監 査 費

５．登録事務費

６．旅費交通費

７．事 務 費

８．事 務 所 費

９．訴訟対策費

１０．慶弔表彰費

１１．単位会・連合会保険料

Ⅱ 事 業 費

１．制度改善費

２．職務改善費

３．広報活動費

４．委 員 会 費

５．常務活動費

６．民事法律扶助事業費

７．特別事業費

Ⅲ 繰 出 金

Ⅳ 諸 雑 費

Ⅴ 予 備 費

当 期 支 出 合 計
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会 長

なか むら くに お

中 村 邦 夫
（東京会）

新しい司法書士
制度のスタート
の時。足下をし
っかりと見据え
前進しよう。

副会長

ほそ だ たけ し

細 田 長 司
（高知県会）
司法書士過疎対
策と�法律相談
権�を核とした
新しい司法書士
職務の確立を！

副会長

やま ぐち たつ お

山 口 達 夫
（東京会）

会員中心主義を
貫き会員の経済
的基盤強化に強
く関わる日司連
に転換したい。

新新役役員員

副会長

みつ き たか し

光 木 隆 志
（熊本県会）
司法書士の本分
を、変化しつつ
継承し、雨過天
晴の秋を迎える
べく務めます。

専務理事

みや まえ なお みつ

宮 前 有 光
（群馬会）

最重点課題の一
つは組織財政改
革です。会員の
利益を第一に取
り組みます。

常務理事

おお にし てる じ

大 西 輝 治
（奈良県会）
増え続ける課題
から逃げること
なく、真摯に立
ち向いたい。

常任理事（総務）

いの また ひで あき

猪 股 秀 章
（東京会）

四年ぶりに復帰
しました。不透
明な時代に制度
と経営基盤確立
のため働きます。

常任理事（財務）

てい えい も

鄭 英 模
（東京会）
説易行難
歳寒松柏
夏炉冬扇
前途遼遠

常任理事（企画）

さか い ひさ お

酒 井 寿 夫
（広島会）

連合会の役割を
考え、地方会の
経験も生かして
司法書士制度発
展に尽力する。

常任理事（研修）

たか はし きよ と

高 橋 清 人
（栃木県会）
二度目の研修担
当となりました。
新人研修と特別
研修の一元化を
実現したい。

常任理事（広報）

ふな はし みき お

船 橋 幹 男
（愛知県会）
時は今�
実績作り。
意識改革。
市民派法律家制
度の実現。

常任理事（司法支援）

なか ひろむ

中 弘
（和歌山県会）
制度がより一層
の熟成を迎える
この時に市民の
ために尽せる喜
びを自覚します。

理事（総務）

す が じゅん じ

須 賀 淳 治
（東京会）

改革と実行。司
法書士制度の未
来に向かって、
今できることを
実践します。

第６６回定時総会における役

員選挙において選出された、

新役員をご紹介します。

Ｒ・Ｅ・Ｐ・Ｏ・Ｒ・Ｔ

７４
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理事（総務・財務）

せ た ひろ ゆき

勢 田 博 之
（高知県会）
改革なくして進
歩なし。制度の
充実発展の為、
微力ながら頑張
ります。

理事（総務）

わ だ まさ とし

和 田 正 敏
（大分県会）
フォー・ザ・ユ
ーの精神で、社
会の心を奪うよ
うな司法書士制
度を実践したい。

理事（企画）

いま がわ よし のり

今 川 嘉 典
（石川県会）
司法書士が信頼
される専門家で
あり続けるよう、
制度の維持発展
に努力します。

理事（企画）

さかい とし あき

境 俊 明
（東京会）

中村会長の公約
を実現するため
に執行者として
頑張ります。

理事（企画）

すえ みつ ゆう いち

末 光 祐 一
（愛媛県会）
追風と逆風。司
法書士制度にと
って本当に大切
な二年間。制度
永続礎の二年。

理事（研修）

ひ がさやましげ き

日笠山繁樹
（鹿児島県会）
会及び会員が的
確な判断を下す
為に必要な会務
執行情報の提供
に取り組みたい。

理事（研修）

また の ま ち お

俣野真知郎
（京都会）

ブロック・単位
会との連携によ
り、制度を将来
的に確固たるも
のとしたい。

理事（広報）

いな むら あつし

稲 村 厚
（神奈川県会）
明るく元気のい
い朗らかな執行
部にしていきた
いと思います。

理事（広報）

やま だ すすむ

山 田 進
（秋田県会）
国民と共に歩み
続ける全国の司
法書士を応援し
たい。

理事（司法支援）

さとむら み き お

里村美喜夫
（札幌会）

雨にも負けず、
風にも負けず。
美しく新しい大
地を拓きたい。

理事（司法支援）

はや かわ きよ と

早 川 清 人
（静岡県会）
より暑い夏、よ
り寒い冬を越え
てこそ大きく育
つ。揺るぎなく
最善に務めます。

理 事

く ぼ きよし

久 保 潔
（元読売新聞社東京
本社論説副委員長）
司法書士の活動
範囲は、一層広
がっています。
庶民の目でおつ
き合いしたい。

連絡監事

と やま いつ お

外 山 一 宇
（新潟県会）
連合会執行部と
会員の信頼の架
け橋としての役
割を果たして行
きたい。

監 事

かば た たか し

蒲 田 隆 史
（大阪会）

４年ぶりに連合
会に帰って参り
ました。今回は
監事としての重
責。よろしく

監 事

よし だ ふみ お

吉 田 文 夫
（徳島県会）
監査の職責を充
分認識し、誠実
かつ建設的に財
務の改善、提言
をしていきたい。
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第
２５
回
理
事
会

（
平
成
１７
年
６
月
２２
日
）

〔
審
議
議
案
〕

�

第
五
回
司
法
書
士
特
別
研
修
予

算
案
に
つ
い
て
承
認
し
た
。
な
お
、

計
数
等
の
修
正
に
つ
い
て
は
会
長
に

一
任
。

�

�
日
弁
連
法
務
研
究
財
団
と
の

間
で
締
結
し
た
特
別
研
修
教
材
の
内

容
の
検
討
等
に
関
す
る
事
務
委
託
契

約
に
つ
い
て
更
新
す
る
こ
と
を
承
認

し
た
。
な
お
、
字
句
の
修
正
に
つ
い

て
は
会
長
に
一
任
。

�

�
司
法
ア
ク
セ
ス
支
援
サ
イ

ト
�（
仮
称
）
の
構
築
費
（
概
算
二

〇
〇
万
円
）
に
つ
い
て
、
司
法
・
司

法
書
士
制
度
改
革
基
盤
整
備
事
業
特

別
会
計
（
司
法
ア
ク
セ
ス
向
上
支
援

サ
イ
ト
構
築
運
営
費
）
か
ら
支
出
す

る
こ
と
を
承
認
し
た
。

�

週
刊
誌
�
サ
ン
デ
ー
毎
日
�
に

お
け
る
ペ
イ
ド
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
費

（
四
二
〇
万
円
税
別
）
に
つ
い
て
、

司
法
・
司
法
書
士
制
度
改
革
基
盤
整

備
事
業
特
別
会
計
（
不
登
法
改
正
・

簡
裁
代
理
業
務
に
関
す
る
広
報
費
）

か
ら
支
出
す
る
こ
と
を
承
認
し
た
。

�

第
一
〇
回
全
国
研
修
担
当
者
協

議
会
を
平
成
一
七
年
一
〇
月
二
八
日

（
金
）
午
後
一
時
か
ら
午
後
六
時
ま

で
司
法
書
士
会
館
地
下
一
階
�
日
司

連
ホ
ー
ル
�
に
お
い
て
開
催
す
る
こ

と
を
承
認
し
た
。

〔
協
議
議
案
〕

�

第
六
六
回
定
時
総
会
へ
の
対
応

に
つ
い
て
協
議
し
た
。

�

日
司
連
の
提
示
す
る
総
合
法
律

支
援
制
度
の
設
計
に
関
す
る
基
本
方

針
（
案
）
に
つ
い
て
協
議
し
た
。

第
１
回
理
事
会

（
平
成
１７
年
６
月
２４
日
）

〔
審
議
議
案
〕

�

副
会
長
の
第
一
順
位
を
細
田
副

会
長
、
第
二
順
位
を
山
口
副
会
長
、

第
三
順
位
を
光
木
副
会
長
と
す
る
こ

と
を
承
認
し
た
。

�

専
務
理
事
を
宮
前
理
事
、
常
務

理
事
を
大
西
理
事
と
す
る
こ
と
を
承

認
し
た
。

�

登
録
常
務
会
の
構
成
及
び
そ
の

人
選
に
つ
い
て
は
会
長
に
一
任
す
る

こ
と
を
承
認
し
た
。

〔
協
議
議
案
〕

�

第
二
回
理
事
会
を
平
成
一
七
年

七
月
一
三
日
（
水
）
に
開
催
す
る
こ

と
を
了
承
し
た
。

事理 会

レ

ポ

ー

ト
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はは
じじ
めめ
にに

現
在
の
司
法
制
度
改
革
の
渦
中
に

あ
っ
て
、
法
律
の
改
正
の
内
容
及
び

ス
ピ
ー
ド
は
目
を
見
張
る
も
の
が
あ

り
、
民
法
や
商
法
な
ど
の
私
法
の
基

本
法
も
例
外
で
は
な
く
な
っ
て
き
て

い
る
。
司
法
制
度
改
革
の
波
を
乗
り

切
り
、
司
法
書
士
が
�
勝
ち
組
�
と

な
る
た
め
に
は
、
改
正
法
の
内
容
に

精
通
し
て
い
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、

さ
ら
に
高
い
レ
ベ
ル
の
知
識
・
能
力

を
備
え
、
国
民
に
ア
ピ
ー
ル
し
て
い

く
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
専
門
分
野
を
持
つ
こ
と
は

大
事
で
あ
る
が
、
真
に
国
民
の
期
待

に
応
え
る
た
め
に
は
、
高
い
レ
ベ
ル

で
の
ゼ
ネ
ラ
リ
ス
ト
と
な
る
こ
と
も

必
要
と
な
っ
て
く
る
。

こ
の
よ
う
な
、
あ
る
意
味
相
反
す

る
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
た
め
、
司
法
書

士
は
、
幅
広
く
か
つ
高
度
な
知
識
と

執
務
能
力
の
習
得
を
求
め
ら
れ
て
い

る
。

特
定
分
野
研
修
会
は
、
こ
の
よ
う

な
観
点
か
ら
、
特
定
の
分
野
に
お
け

る
高
度
・
専
門
化
に
重
点
を
置
い
て

研
修
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
提
供
し
て
き

た
。
そ
し
て
、
過
去
四
回
の
特
定
分

野
研
修
会
で
は
、
こ
の
よ
う
な
本
研

修
会
の
趣
旨
を
理
解
し
て
い
た
だ
き
、

最
高
レ
ベ
ル
の
講
師
陣
に
よ
っ
て
講

義
が
行
わ
れ
た
こ
と
と
も
相
ま
っ
て
、

受
講
生
の
皆
様
の
評
価
も
概
ね
良
好

で
あ
っ
た
も
の
と
自
負
し
て
い
る
。

本
年
度
は
、
司
法
制
度
改
革
の
中

で
の
法
改
正
に
対
し
て
も
、
司
法
書

士
が
質
の
高
い
即
戦
力
と
し
て
活
躍

で
き
る
た
め
、
資
質
の
向
上
が
図
れ

る
よ
う
テ
ー
マ
の
選
択
を
行
っ
た
。

な
お
、
本
年
度
は
、
昨
年
度
の
よ
う

な
年
二
回
の
研
修
が
講
師
及
び
受
講

生
に
と
っ
て
負
担
と
な
り
か
ね
な
い

と
い
う
懸
念
か
ら
、
年
一
回
の
研
修

と
し
た
。

実実
施施
要要
領領

【
日
程
】
平
成
一
七
年
一
〇
月

八
日
（
土
）
〜
九
日
（
日
）

〔
第
一
日
〕

午
後
一
時
〜
午
後
六
時
四
五
分

〔
第
二
日
〕

午
前
九
時
〜
午
後
三
時
一
〇
分

【
研
修
会
場
】

ス
ペ
ー
ス
ア
ル
フ
ァ
神
戸

（
富
士
ゼ
ロ
ッ
ク
ス
研
修
所
）

【
募
集
定
員
】
二
〇
〇
名

【
受
講
料
】

三
万
円
（
宿
泊
は
別
料
金
）

研研
修修
テテ
ーー
ママ
のの
ごご
紹紹
介介

◆
不
動
産
分
野

テ
ー
マ
�
筆
界
特
定
�

講
師

山
野
目
章
夫
（
早
稲
田
大
学

教
授
）
ほ
か

趣
旨

筆
界
特
定
制
度
が
施
行
さ
れ

る
こ
と
に
伴
い
、
そ
の
代
理
権
が
司

法
書
士
に
も
付
与
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
こ
れ
ま
で
、
筆
界
や
境
界
の

問
題
は
、
土
地
家
屋
調
査
士
の
分
野

で
司
法
書
士
が
深
く
関
わ
る
こ
と
は

な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

司法書士中央研修所 特定分野チーム

チーフ 酒井 充

第５回日司連特定分野研修会のご案内
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今
後
、
筆
界
や
境
界
に
関
す
る
分
野

に
お
い
て
も
、
司
法
書
士
が
一
定
の

役
割
を
果
た
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
て

い
る
と
言
っ
て
良
い
。

そ
こ
で
、
今
回
は
、
筆
界
特
定
に

関
し
て
、
こ
の
制
度
の
創
設
に
関
わ

っ
た
山
野
目
教
授
と
実
務
に
精
通
し

た
講
師
に
講
義
を
し
て
い
た
だ
く
こ

と
に
し
た
。

◆
企
業
法
務
分
野

テ
ー
マ
�
平
成
一
六
年
・
一
七
年
商

法
改
正
と
中
小
企
業
法
務
�

講
師

南

繁
樹
（
弁
護
士
）

内
藤

卓
（
司
法
書
士
）

趣
旨

今
回
の
商
法
改
正
に
よ
り
、

条
文
が
全
面
的
に
あ
ら
た
め
ら
れ
る
。

こ
れ
に
伴
い
、
今
ま
で
の
よ
う
に
法

律
に
忠
実
な
企
業
運
営
を
行
う
と
い

う
よ
り
も
、
会
社
・
役
員
・
株
主
が

そ
の
企
業
規
模
や
目
的
か
ら
ど
の
よ

う
な
企
業
運
営
を
し
て
い
く
か
を
選

択
し
、
実
行
し
て
い
く
こ
と
が
必
要

に
な
っ
て
く
る
。

こ
の
よ
う
な
企
業
側
の
ニ
ー
ズ
に

応
え
る
た
め
、
中
小
企
業
法
務
に
も

詳
し
い
講
師
に
登
壇
し
て
い
た
だ
く
。

◆
訴
訟
分
野

テ
ー
マ
�
動
産
登
記
及
び
債
権
譲
渡

登
記
の
改
正
に
つ
い
て
�

講
師

高
須
順
一
（
弁
護
士
）

趣
旨

経
済
界
か
ら
の
要
望
に
応
え

る
形
で
動
産
登
記
制
度
が
創
設
及
び

債
権
譲
渡
登
記
法
の
改
正
が
な
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。

新
た
な
登
記
制
度
と
い
う
点
か
ら

は
司
法
書
士
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ

る
。
ま
た
、
中
小
企
業
の
キ
ャ
ッ
シ

ュ
フ
ロ
ー
、
債
権
の
保
全
や
回
収
と

い
っ
た
点
か
ら
も
有
用
な
こ
の
制
度

を
実
際
に
ど
の
よ
う
に
利
用
し
て
い

け
ば
実
効
的
で
あ
る
か
を
、
今
ま
で

の
現
状
と
改
正
法
後
の
展
望
を
ふ
ま

え
て
実
務
に
精
通
し
て
お
り
、
本
研

修
会
二
度
目
と
な
る
高
須
弁
護
士
に

講
義
し
て
い
た
だ
く
。

◆
家
族
・
相
続
分
野

テ
ー
マ
�
子
ど
も
の
人
権
�

講
師

川
村
百
合
（
弁
護
士
）

趣
旨

今
回
は
、
子
ど
も
の
人
権
に

関
す
る
講
義
を
テ
ー
マ
に
選
択
し
た
。

私
た
ち
が
扱
う
家
族
に
関
す
る
法
律

問
題
に
つ
い
て
も
、
親
権
や
養
育
費
、

面
接
交
渉
権
な
ど
直
接
子
ど
も
の
人

権
に
関
わ
る
も
の
が
少
な
く
な
い
。

し
か
し
、
子
ど
も
の
人
権
に
配
慮
し
、

十
分
に
意
思
の
疎
通
を
図
っ
た
う
え

で
問
題
の
解
決
に
あ
た
る
こ
と
が
で

き
て
い
る
だ
ろ
う
か
？

今
回
の
講
義
は
こ
の
よ
う
な
疑
問

か
ら
、
家
族
法
分
野
に
お
け
る
子
ど

も
の
人
権
に
関
し
て
経
験
豊
富
な
弁

護
士
に
、
法
律
的
な
問
題
だ
け
で
な

く
、
現
実
に
直
面
す
る
問
題
な
ど
を

ふ
ま
え
な
が
ら
講
義
し
て
い
た
だ
く
。

◆
消
費
者
・
倒
産
分
野

テ
ー
マ
�
改
正
破
産
法
�

講
師

溝
呂
木
雄
浩
（
弁
護
士
）

趣
旨

改
正
破
産
法
が
、
本
年
一
月

一
日
か
ら
施
行
さ
れ
、
改
正
法
に
つ

い
て
の
知
識
は
十
分
で
あ
ろ
う
か
と

思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
私
た
ち
が
扱

う
破
産
事
件
は
同
時
廃
止
事
件
が
ほ

と
ん
ど
で
、
改
正
法
に
関
す
る
知
識

も
そ
の
分
野
に
限
定
さ
れ
て
い
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

管
財
事
件
や
否
認
権
・
相
殺
権
が

問
題
と
な
る
事
例
を
扱
う
こ
と
は
少

な
い
の
が
実
情
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ

ら
の
知
識
な
く
し
て
は
、
破
産
事
件

を
受
任
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ

ろ
う
。

今
回
は
、
破
産
法
の
改
正
内
容
の

み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
改
正
法
施
行
後

の
運
用
も
あ
る
程
度
定
着
し
た
と
思

わ
れ
る
の
で
、
そ
の
点
に
つ
い
て
も

講
義
し
て
い
た
だ
く
予
定
で
あ
る
。

※
会
場
の
都
合
上
、
受
講
希
望
者

が
定
員
を
上
回
る
課
目
に
つ
い
て

は
先
着
順
と
し
、
一
部
の
方
に
受

講
課
目
の
変
更
を
お
願
い
す
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
講
義
内

容
等
は
一
部
変
更
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

※
申
込
方
法
は
、
所
属
の
司
法
書

士
会
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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第
六
六
回
定
時
総
会
を
終
え
て
息

を
つ
く
ま
も
な
く
、
研
修
担
当
常
任

理
事
と
し
て
、
第
二
次
中
村
執
行
体

制
の
中
枢
を
支
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

研
修
部
門
は
、
か
つ
て
中
央
研
修
所

の
所
長
と
し
て
、
ま
た
常
任
理
事
と

し
て
務
め
た
経
験
の
あ
る
私
自
身
に

と
っ
て
懐
か
し
い
古
巣
で
は
あ
る
が
、

日
司
連
を
離
れ
て
い
た
間
や
、
夢
中

で
常
務
理
事
を
務
め
て
い
た
こ
の
二

年
間
、
再
び
研
修
に
携
わ
る
こ
と
に

な
ろ
う
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
。

こ
の
間
、
研
修
事
業
と
司
法
書
士

を
と
り
ま
く
環
境
の
変
化
に
は
目
を

み
は
る
も
の
が
あ
り
、
少
々
心
も
と

な
い
部
分
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ

で
気
分
を
新
た
に
、
新
執
行
体
制
の

も
と
大
胆
か
つ
真
剣
に
、
新
時
代
に

お
け
る
研
修
事
業
の
諸
課
題
に
取
り

組
み
前
進
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

＊

以
下
、
す
で
に
今
年
度
の
日
司
連

の
事
業
計
画
で
お
示
し
し
た
と
お
り

で
は
あ
る
が
、
研
修
事
業
計
画
全
般

に
つ
い
て
補
足
を
加
え
、
研
修
事
業

へ
の
会
員
諸
兄
姉
の
ご
理
解
と
積
極

的
な
参
加
を
お
願
い
し
た
い
。

会会
員員
研研
修修
事事
業業

日
司
連
は
、
司
法
書
士
が
そ
の
社

会
的
使
命
を
果
た
す
た
め
の
職
業
倫

理
の
保
持
を
目
的
と
し
て
、
今
年
度

よ
り
年
次
制
研
修
を
開
始
す
る
。

年
次
制
研
修
は
、
平
成
一
三
年
七

月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
�
日
司
連
会

員
研
修
規
則
�
に
お
い
て
単
位
制
研

修
と
と
も
に
定
め
ら
れ
た
が
、
実
施

は
平
成
一
四
年
四
月
一
日
か
ら
と
さ

れ
て
い
た
。
し
か
し
、
翌
年
に
は
特

別
研
修
の
開
催
が
予
定
さ
れ
て
お
り
、

各
会
の
研
修
担
当
者
が
そ
の
準
備
等

に
忙
殺
さ
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
た

た
め
、
年
次
制
研
修
の
み
実
施
に
至

ら
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
平
成
一
六

年
度
の
定
時
総
会
に
お
い
て
�
日
司

連
会
員
研
修
規
則
�
を
改
正
し
、
年

次
制
研
修
へ
の
参
加
義
務
に
つ
い
て

規
定
し
た
う
え
で
、�
日
司
連
会
員

研
修
実
施
要
領
�
を
改
正
し
、
年
次

制
研
修
を
実
施
す
る
た
め
の
諸
規
定

を
整
備
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

年
次
制
研
修
は
、
毎
年
全
会
員
の

高橋 清人
常任理事（研修担当）

平成１７年度研修事業の
実施にあたり
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う
ち
約
五
分
の
一
の
会
員
に
参
加
が

義
務
づ
け
ら
れ
る
研
修
で
あ
り
、
対

象
者
を
一
律
に
指
定
す
る
な
ど
従
来

の
会
員
研
修
と
は
性
格
が
大
き
く
異

な
る
。
平
成
一
四
年
改
正
司
法
書
士

法
施
行
後
の
司
法
書
士
に
と
っ
て
必

要
不
可
欠
な
研
修
で
あ
る
と
と
も
に
、

制
度
的
に
継
続
し
て
い
く
こ
と
が
必

須
の
研
修
で
あ
る
。
今
年
度
の
年
次

制
研
修
を
成
功
に
導
き
、
継
続
研
修

と
し
て
定
着
す
る
た
め
の
第
一
歩
と

し
た
い
。

本
年
七
月
二
三
日
に
は
日
司
連
主

催
に
よ
り
�
第
一
回
日
司
連
年
次
制

研
修
会
�
が
開
催
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、

東
京
会
場
（
日
司
連
ホ
ー
ル
）
を
発

信
会
場
と
し
、
全
国
四
〇
の
司
法
書

士
会
を
同
時
中
継
に
よ
り
結
ん
で
実

施
し
た
ラ
イ
ブ
研
修
で
あ
り
、
各
会

で
は
中
央
発
信
講
義
終
了
後
、
一
〇

名
程
度
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
倫

理
に
関
す
る
事
例
問
題
に
つ
い
て
デ

ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
行
っ
た
。

会
に
よ
っ
て
事
情
は
異
な
る
が
、

当
日
参
加
で
き
な
か
っ
た
会
員
に
は
、

司
法
書
士
会
で
の
ビ
デ
オ
研
修
等
も

予
定
さ
れ
て
い
る
。
定
員
内
で
あ
れ

ば
ブ
ロ
ッ
ク
会
や
他
の
司
法
書
士
会

で
の
受
講
も
可
能
な
の
で
、
今
年
度

の
受
講
対
象
会
員
に
は
、
ぜ
ひ
当
該

年
度
中
の
受
講
を
お
願
い
し
た
い
。

＊

こ
の
ほ
か
日
司
連
が
行
う
研
修
事

業
は
特
定
分
野
研
修
会
と
中
央
研
修

会
、
法
令
一
斉
研
修
会
の
三
つ
で
あ

る
。
動
産
・
債
権
担
保
制
度
の
新
設
、

境
界
確
定
手
続
の
導
入
な
ど
、
業
務

拡
大
に
直
結
す
る
法
改
正
が
予
定
さ

れ
る
今
年
度
は
、
こ
れ
ら
の
改
正
に

対
応
す
る
研
修
が
必
要
で
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
性
格
づ
け
の
違
う
研
修

で
あ
る
が
、
中
央
研
修
所
に
お
い
て

は
、
新
分
野
の
業
務
に
対
応
す
る
た

め
、
よ
り
機
動
的
な
研
修
テ
ー
マ
の

設
定
に
努
め
る
と
と
も
に
、
会
員
研

修
事
業
全
般
に
つ
い
て
抜
本
的
な
改

革
へ
の
検
討
を
行
い
、
よ
り
効
果
的

効
率
的
な
研
修
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に

努
め
た
い
。

新新
人人
研研
修修
事事
業業
のの
再再
構構
築築

平
成
一
七
年
度
中
央
新
人
研
修
は
、

前
期
日
程
と
後
期
日
程
に
分
け
、
前

期
日
程
を
関
東
地
区
一
ヵ
所
で
、
後

期
日
程
は
第
五
回
特
別
研
修
と
同
会

場
（
全
国
六
地
区
の
複
数
会
場
）
で

開
催
す
る
予
定
で
あ
る
。
司
法
書
士

特
別
研
修
の
前
段
で
受
講
す
べ
き
研

修
と
し
て
中
央
新
人
研
修
を
位
置
づ

け
、
日
程
及
び
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
整

理
を
行
う
と
と
も
に
、
後
期
日
程
の

研
修
会
場
を
特
別
研
修
の
会
場
と
同

一
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
会
場

の
受
講
者
を
減
ら
し
研
修
効
果
を
挙

げ
る
こ
と
、
及
び
受
講
者
の
負
担
軽

減
を
図
る
こ
と
と
し
た
。

将
来
は
、
両
研
修
の
一
元
化
を
図

り
た
い
。

研研
修修
制制
度度
にに
関関
すす
るる
調調
査査
・・

研研
究究

従
来
検
討
し
て
き
た
専
門
家
養
成

研
修
制
度
を
平
成
一
八
年
度
よ
り
具

体
化
す
る
に
あ
た
り
、
特
定
の
業
務

分
野
に
お
け
る
専
門
家
養
成
の
た
め

の
研
修
教
材
並
び
に
会
の
相
談
事
業

と
の
連
携
の
仕
組
み
等
に
つ
い
て
検

討
す
る
。

研研
修修
シシ
スス
テテ
ムム
のの
総総
合合
的的
検検
討討

会
員
研
修
の
成
果
を
ビ
デ
オ
等
に

収
録
し
て
頒
布
あ
る
い
は
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
オ
ン
デ
マ
ン
ド

配
信
を
行
う
な
ど
、
一
回
限
り
の
研

修
に
と
ど
ま
ら
ず
、
研
修
の
成
果
物

を
再
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
会

員
に
対
し
、
よ
り
多
く
の
研
修
の
機

会
を
提
供
す
る
よ
う
研
修
教
材
ス
ト

ッ
ク
の
充
実
に
努
め
る
。
ま
た
、
研

修
ラ
イ
ブ
ラ
リ
構
想
（
仮
称
）
の
検

討
を
始
め
る
。

重重
点点
事事
業業
にに
対対
応応
しし
たた
研研
修修

事事
業業
のの
企企
画画
及及
びび
実実
施施

不
動
産
登
記
法
あ
る
い
は
会
社
法

の
改
正
等
に
伴
う
研
修
や
簡
裁
訴
訟

代
理
関
係
業
務
の
実
践
能
力
の
向
上

を
図
る
た
め
の
研
修
等
、
司
法
書
士

業
務
に
関
係
す
る
研
修
会
を
企
画
し
、

中
央
研
修
所
等
と
の
連
携
を
図
り
な

が
ら
実
施
す
る
。

�ビバ！エストゥード�とは、ポルトガル語で�勉強万歳！�の意味です。
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高高齢齢者者・・障障害害者者のの虐虐待待防防止止法法案案
にに対対すするる提提言言

社社団団法法人人 成成年年後後見見セセンンタターー・・リリーーガガルルササポポーートト

副副理事長 前田 稔

当社団は、平成１７年６月１４日、参議院議員会館で開催された日本成年後見法学会主催に

よる�高齢者、障害者等虐待防止法案に成年後見制度の活用の具体化を求める集会�にお

いて弁護士、社会福祉士とともに下記の提案をいたしました。

＊ ＊ ＊

わが国は近い将来、歴史上経験のない超高齢社会へ入って行きます。これは６５歳以上の

高齢者が全人口の２５％以上となる社会を意味します。また、現在数百万人に及ぶ障害者を

取り巻く環境も、介護従事者の不足・地域における支援体制の不足、障害者への偏見等様々

な問題を抱えています。そして現在、高齢者・障害者への人権侵害とされる�虐待�が、

家族によって、あるいは施設内において多数行われているといわれています。

実際に発覚した事件でも、石川の高齢者施設での傷害致死事件や水戸の知的障害者施設

での暴行事件など、枚挙にいとまがありません。

また、後見人に就任した司法書士からも、同居している実の娘から暴行を受けた高齢者

の身体・財産を守った例などが報告されています。

われわれは、成年後見制度の活用が、高齢者や障害者への虐待の防止と、なされた人権

侵害からの救済、そして被害者たる高齢者や障害者の個人の尊厳の回復において、きわめ

て有用な手段であることを確信するものです。

その理由は以下のとおりです。

記

１ 成年後見人等に与えられた契約取消権・同意権の権限によって、�経済的虐待（搾取）�

を防止することが可能になります。

２ 高齢者・障害者への施設内の虐待（身体の拘束等の身体的虐待や言葉による暴力や無

視等の精神的虐待など）においても、成年後見人等の存在によって、施設の介護・世話

の放棄・放任等を防止することが可能です。
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３ 成年後見人等は認知症の高齢者・重度の障害者をはじめとする�声なき声�を代弁し

ます。施設や介護事業者等に対して、サービスの改善等を求めることができます。

４ 成年後見人等は高齢者・障害者へなされた権利侵害の回復を請求することができます。

５ 家族が虐待との意識なく虐待をしている場合、専門家後見人を通じて、親族間の調整

をすることができます。

６ 成年後見人等が高齢者・障害者の最善の利益に沿った後見執務を行うことで、虐待そ

のものの発生が防止されます。

これらの認識に立ち、われわれは以下の事項を提言します。

記

１ 国会は高齢者と障害者を総合した虐待防止法を創設すること。

現在二つの法案が策定中であると聞きますが、高齢者への虐待も障害者への虐待も、

その態様と本質は同一と考えられます。したがって、別々の法律にする必要はまったく

ないと考えるからです。また、拙速ではなく、充分な審議のもと、現実に活用でき実効

性に優れた法律の創設を望みます。

２ 介護保険制度改革により、市町村における権利擁護事業が必須事業になることに鑑み、

虐待防止法の中に、この事業と接続させる条項を設置すること。

また、今後設立される�地域包括支援センター�との連携、成年後見制度の活用を明

文化すること。

３ 虐待を発見した場合の相談先として�日本司法支援センター�を加えること。

また、相談を受けた�日本司法支援センター�は、�地域包括支援センター�等と連

携・協力し、被害者の救済にあたること。

これによって、弁護士・司法書士等の法律家との接続が容易になり、虐待を発見した

者の通報先の選択肢も増えることになります。

４ 将来的には家庭裁判所における後見開始等の職権発動も視野にいれること。

これは諸外国においてはすでに実現していることです。
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定
価
五
五
六
五
円
（
税
込
）

↓
頒
布
価
格
五
〇
〇
九
円

（
税
・
送
料
込
）

定
価
一
〇
五
〇
円
（
税
込
）

↓
頒
布
価
格
九
四
五
円

（
税
・
送
料
込
）

〔
申
込
方
法
〕

�
購
入
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、�
月

報
司
法
書
士
読
者
�
と
明
記
の
う
え

送
付
先
住
所
・
氏
名
（
所
属
会
）・

電
話
番
号
を
記
入
し
、
直
接
、
出
版

社
あ
て
必
ず
郵
送
か
フ
ァ
ッ
ク
ス
で

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

�
出
版
社
よ
り
直
接
、送
本
の
の
ち
、

振
替
用
紙
等
で
代
金
を
支
払
っ
て
く

だ
さ
い
。

�
定
価
及
び
頒
布
価
格
に
つ
き
ま
し

て
は
、
出
版
社
に
よ
り
表
示
形
態
が

異
な
り
ま
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ

い
。

�
書
籍
の
内
容
、
発
送
に
関
す
る
お

問
い
合
わ
せ
は
、
直
接
、
出
版
社
へ

お
願
い
し
ま
す
。

�
締
切＝

平
成
１７
年
９
月
１５
日（
木
）

締
切
日
以
降
の
お
申
し
込
み
に
つ

い
て
は
、
割
引
価
格
に
な
ら
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。

�１
�
保
証
契
約
の
法
律
相
談

〔
改
訂
増
補
版
〕�

河
野
玄
逸
・
北
秀
昭
編
／
Ａ
５
判
・

六
二
〇
頁
／
平
成
一
七
年
五
月
二
五

日
発
行
／
㈱
青
林
書
院
刊

本
年
四
月
施
行
の
新
・
保
証
制
度

に
基
づ
く
最
新
の
Ｑ
＆
Ａ
実
務
解
説

書
。
弁
護
士
、
公
認
会
計
士
、
練
達

の
金
融
実
務
家
が
、
法
律
問
題
は
も

と
よ
り
税
務
・
会
計
処
理
に
関
す
る

問
題
を
簡
潔
・
平
易
に
解
説
す
る
。

他
に
類
を
見
な
い
充
実
の
全
九
七
問
。

◆
�１
の
申
込
先

㈱
青
林
書
院

担
当

高
橋

〒
一
一
三
�
〇
〇
三
三

東
京
都
文
京
区
本
郷
六
�
四
�
七

�
〇
三
�
三
八
一
五
�
五
八
九
七

�
〇
三
�
三
八
一
四
�
一
三
一
六

e-m
ail
eigyo

@
seirin

.co
.jp

�２
�
早
わ
か
り
会
計
参
与
制

度
�

宮
口
定
雄
著
／
Ａ
５
判
・
一
一
二
頁

／
平
成
一
七
年
六
月
一
五
日
発
行
／

㈱
清
文
社
刊

本
書
は
、�
会
社
法
�
創
設
に
よ

り
す
べ
て
の
会
社
に
任
意
に
設
置
す

る
こ
と
が
可
能
と
な
る
�
会
計
参

与
�
に
つ
い
て
、
そ
の
制
度
を
図
表

や
Ｑ
＆
Ａ
を
交
え
て
わ
か
り
や
す
く

解
説
す
る
と
と
も
に
、
会
社
法
の
改

正
前
と
改
正
後
を
対
比
さ
せ
た
新
旧

対
照
表
を
掲
載
し
た
。

◆
�２
の
申
込
先

㈱
清
文
社

担
当

三
馬

〒
一
〇
一
�
〇
〇
四
八

東
京
都
千
代
田
区
神
田
司
町

二
�
八
�
四
（
吹
田
屋
ビ
ル
）

�
〇
三
�
五
二
八
九
�
九
九
三
一

�
〇
三
�
五
二
八
九
�
九
九
一
七
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定
価
二
四
一
五
円
（
税
込
）

↓
頒
布
価
格
二
一
七
四
円

（
税
・
送
料
込
）

定
価
四
二
〇
〇
円
（
税
込
）

↓
頒
布
価
格
三
九
〇
〇
円

（
税
・
送
料
込
）

定
価
四
二
〇
〇
円
（
税
込
）

↓
頒
布
価
格
三
八
〇
〇
円

（
税
・
送
料
込
）

定
価
六
四
〇
〇
円
（
税
込
）

↓
頒
布
価
格
六
〇
八
〇
円

（
税
・
送
料
込
）

�３
�
司
法
書
士
の
新
展
開
�

江
藤
价
泰
ほ
か
編
／
Ａ
５
判
・
三
三

二
頁
／
平
成
一
七
年
六
月
二
五
日
発

行
／
㈱
日
本
評
論
社
刊

簡
裁
代
理
権
、
成
年
後
見
な
ど
で

職
域
が
大
き
く
広
が
っ
た
司
法
書
士

の
世
界
。
し
か
し
、
不
動
産
登
記
法

改
正
、
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
な
ど
法
・

制
度
の
整
備
や
不
動
産
取
引
の
変
容

な
ど
取
り
巻
く
環
境
も
大
き
く
変
わ

っ
て
い
る
。
本
書
は
司
法
書
士
の
最

前
線
で
何
が
起
こ
り
、
司
法
書
士
た

ち
は
ど
う
対
応
し
て
い
る
か
を
最
新

の
情
報
を
交
え
て
分
析
・
展
望
す
る
。

◆
�３
の
申
込
先

㈱
日
本
評
論
社

販
売
部

上
田

〒
一
七
〇
�
八
四
七
四

東
京
都

豊
島
区
南
大
塚
三
�
一
二
�
四

�
〇
三
�
三
九
八
七
�
八
六
二
一

�
〇
三
�
三
九
八
七
�
八
五
九
〇

�４
�
新
不
動
産
登
記
の
実
務

と
書
式
�

司
法
書
士
登
記
実
務
研
究
会
編
／
Ａ

５
判
・
五
〇
七
頁
／
平
成
一
七
年
六

月
一
九
日
発
行
／
㈱
民
事
法
研
究
会

刊平
成
一
七
年
三
月
施
行
の
新
不
動

産
登
記
法
下
の
実
務
に
つ
い
て
、
日

本
司
法
書
士
会
連
合
会
登
記
制
度
対

策
本
部
の
メ
ン
バ
ー
ら
が
、
一
二
二

に
及
ぶ
豊
富
な
書
式
例
で
、
登
記
申

請
書
・
本
人
確
認
情
報
・
登
記
原
因

証
明
情
報
の
作
成
方
法
と
ノ
ウ
ハ
ウ

を
具
体
的
に
明
示
し
、
あ
ら
ゆ
る
実

務
に
対
応
で
き
る
よ
う
に
し
た
実
践

的
手
引
書
！

◆
�４
の
申
込
先

㈱
民
事
法
研
究
会

担
当

安
倍

〒
一
五
一
�
〇
〇
七
三

東
京
都
渋
谷
区
笹
塚
二
�
一
八
�
三

エ
ル
カ
ク
エ
イ
笹
塚
ビ
ル
六
階

�
〇
三
�
五
三
五
一
�
一
五
七
一

�
〇
三
�
五
三
五
一
�
一
五
七
二

�５
�
家
事
事
件
手
続
法
�

梶
村
太
市
・
徳
田
和
幸
編
／
Ａ
５
判

・
五
五
二
頁
／
平
成
一
七
年
六
月
一

五
日
発
行
／
㈱
有
斐
閣
刊

家
事
調
停
・
人
事
訴
訟
・
家
事
審

判
を
一
冊
で
解
説
。
二
〇
〇
四
年
四

月
か
ら
新
た
に
施
行
さ
れ
て
い
る
人

事
訴
訟
法
の
解
説
も
充
実
。
最
高
の

執
筆
陣
が
実
務
上
の
様
々
な
問
題
点

に
つ
い
て
判
断
の
拠
り
所
を
与
え
て

い
る
。

◆
�５
の
申
込
先

㈱
有
斐
閣

営
業
部

田
中

〒
一
〇
一
�
〇
〇
五
一

東
京
都

千
代
田
区
神
田
神
保
町
二
�
一
七

�
〇
三
�
三
二
六
五
�
六
八
一
一

�
〇
三
�
三
二
六
二
�
八
〇
三
五

�６
�
注
釈
司
法
書
士
法

（
第
二
版
）�

小
林
昭
彦
・
河
合
芳
光
著
／
Ａ
５
判

・
六
四
八
頁
／
平
成
一
七
年
三
月
三

一
日
発
行
／
㈱
テ
イ
ハ
ン
刊

簡
易
裁
判
所
の
事
物
管
轄
の
上
限

が
九
〇
万
円
か
ら
一
四
〇
万
円
と
な

り
法
務
大
臣
認
定
の
司
法
書
士
が
行

う
こ
と
が
で
き
る
業
務
の
範
囲
が
広

が
り
、
さ
ら
に
司
法
書
士
法
に
つ
い

て
も
平
成
一
七
年
一
月
一
日
か
ら
同

年
四
月
一
日
の
間
に
発
効
し
た
諸
法

の
規
定
に
よ
っ
た
改
正
を
盛
り
込
み
、

解
説
を
し
、
若
干
の
訂
正
を
加
え
第

二
版
と
し
た
。

◆
�６
の
申
込
先

㈱
テ
イ
ハ
ン

〒
一
一
三
�
〇
〇
三
三

東
京
都
文
京
区
本
郷
五
�
一
一
�
三

�
〇
三
�
三
八
一
一
�
五
三
一
二

�
〇
三
�
三
八
一
一
�
五
五
四
五
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■
連
合
会
日
誌
（
７
月
）

４
（
月
）
第
１
回
登
録
常
務
会

６
（
水
）
常
務
執
行
予
定
者
打
合
せ

１３
（
水
）
第
２
回
理
事
会

１４
（
木
）
第
１
回
研
修
部
門
・
中
央

研
修
所
正
副
所
長
合
同
会
議

１５
（
金
）
月
報
司
法
書
士
の
発
行
に

関
す
る
打
合
せ

２０
（
水
）
総
研
第
６
回
訴
訟
制
度
研

究
第
１
部
会
（
知
財
分
野
）

２１
（
木
）
第
２
回
登
録
常
務
会
、
第

１
回
登
記
制
度
対
策
本
部

２２
（
金
）
第
１
回
広
報
部
門
会
議

２３
（
土
）
平
成
１７
年
度
第
１
回
年
次

制
研
修
会

２６
（
火
）
〜
２７
（
水
）
監
査
会
・
第

１
回
中
間
監
査

２８
（
木
）
第
１
回
組
織
財
政
改
革
対

策
本
部

２９（
金
）第
１
回
司
法
制
度
対
策
本
部

３０
（
土
）
〜
３１
（
日
）�
日
司
連
Ａ

Ｄ
Ｒ
人
材
育
成
講
演
会
〜
米
国
調

停
者
に
よ
る
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
現
状
と
ミ

デ
ィ
エ
ー
タ
ー
養
成
講
座
〜
�

■
執
行
部
の
動
き
（
７
月
）

１
（
金
）
新
役
員
就
任
挨
拶
回
り
〔
中

村
会
長
他
〕

２
（
土
）
平
成
１７
年
度
（
第
１
回
）

仲
裁
Ａ
Ｄ
Ｒ
法
学
会
大
会
参
加

〔
稲
村
理
事
他
〕

５
（
火
）
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー

の
愛
称
・
ロ
ゴ
等
に
関
す
る
法
務

省
総
合
法
律
支
援
準
備
室
と
の
打

合
せ
〔
宮
前
専
務
理
事
他
〕

６
（
水
）
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー

に
お
け
る
民
事
法
律
扶
助
業
務
に

関
す
る
打
合
せ
〔
境
理
事
〕、
自

民
党
司
法
制
度
調
査
会
�
国
際
化

社
会
に
対
応
す
る
司
法
・
法
務
の

あ
り
方
に
関
す
る
小
委
員
会
�
出

席
〔
鄭
理
事
他
〕

１１
（
月
）
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー

が
設
置
す
る
ア
ク
セ
ス
ポ
イ
ン
ト

に
関
す
る
法
務
省
総
合
法
律
支
援

準
備
室
と
の
打
合
せ
〔
中
理
事
〕

１２
（
火
）
マ
ネ
ー
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
に

関
す
る
法
務
省
民
事
局
と
の
打
合

せ
〔
宮
前
専
務
理
事
他
〕

１４
（
木
）
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー

の
愛
称
・
ロ
ゴ
等
に
関
す
る
法
務

省
総
合
法
律
支
援
準
備
室
と
の
打

合
せ
〔
大
西
常
務
理
事
〕

２０
（
水
）
補
助
者
証
に
関
す
る
法
務

省
民
事
局
と
の
打
合
せ
〔
宮
前
専

務
理
事
他
〕、
自
民
党
司
法
制
度

調
査
会
�
法
曹
養
成
・
法
曹
教
育

及
び
資
格
試
験
の
あ
り
方
に
関
す

る
小
委
員
会
�
出
席
〔
大
西
常
務

理
事
他
〕

２１（
木
）オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
の
際
の
問

題
点
等
に
関
す
る
法
務
省
民
事
局

と
の
打
合
せ
〔
細
田
副
会
長
他
〕、

補
助
者
証
に
関
す
る
法
務
省
民
事

局
と
の
打
合
せ
〔
宮
前
専
務
理
事

他
〕

２２
（
金
）
特
別
研
修
に
関
す
る
最
高

裁
と
の
打
合
せ〔
山
口
副
会
長
他
〕、

申
請
書
作
成
支
援
ソ
フ
ト
に
関
す

る
法
務
省
か
ら
の
説
明
聴
取
〔
細

田
副
会
長
他
〕、
第
１
回
市
街
地

内
の
敷
地
の
合
理
的
利
用
に
関
す

る
研
究
会
（
国
土
交
通
省
）
出
席

〔
猪
股
常
任
理
事
〕

２５（
月
）日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
に

関
す
る
協
議
会
傍
聴〔
早
川
理
事
〕

２６
（
火
）
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー

に
お
け
る
民
事
法
律
扶
助
業
務
に

関
す
る
打
合
せ
〔
早
川
理
事
〕

２８
（
木
）
筆
界
特
定
制
度
に
関
す
る

法
務
省
か
ら
の
説
明
聴
取
〔
細
田

副
会
長
他
〕、
登
記
オ
ン
ラ
イ
ン

申
請
状
況
に
関
す
る
内
閣
Ｉ
Ｔ
室

か
ら
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
対
応
〔
細
田

副
会
長
他
〕
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